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第１章 計画策定に当たって 

１ 計画策定の背景と趣旨 

 急速な少子化の進行を受けて、「次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育

成される社会の形成に資する」ことを目的とした次世代育成支援対策推進法が平成１５年

に成立し、次世代育成支援対策を集中的かつ計画的に推進していくための行動計画の策定

が、全国の各市町村に義務付けられました。 

 越前市では、次世代育成支援対策推進行動計画の前期計画（平成１７年度～平成２１年

度）及び後期計画（平成２２年度～平成２６年度）を策定し、子どもと子育てを支援する

総合的な取組みを進めてきました。 

取組みを継続する中で、平成２４年３月に「越前市子ども条例」を制定しました。これ

は、平成２４年８月に成立した子ども・子育て支援法の基本理念に合致したものであり、

それを先取りする形で制定したものです。 

 平成２５年３月には、市子ども条例の趣旨に沿い、後期計画を見直した新たな計画とし

て、平成２５年度を始期とした「～コウノトリが運ぶ～越前市子ども・子育て支援計画」

を策定し、一人ひとりの子どもの成長と自立への支援を基本理念として基本目標や基本的

施策を定め、子ども・子育て支援施策の充実を図ってきました。 

また、平成２６年４月に市子ども・子育て会議を設置し、子ども・子育てに関する課題

を分析し、今後５年間の子ども・子育ての支援事業等の需要を見込むとともに、ニーズ調

査結果などを反映した、平成２７年度を始期とする「越前市子ども・子育て支援事業計画」

（国は第１期事業計画という。）を策定し、子どもと子育てを支援する総合的な取組みを

実施してきました。 

このような中、子育てしやすい環境を地域や社会全体で支援し、構築することを目的と

した子ども・子育て関連３法に基づく「子ども・子育て支援新制度」が平成２７年４月よ

り始まり、国の子育て支援のあり方が大きく変わってきています。 

本市の出生数は長期的に減少傾向にあり、核家族化が進んでいます。地域のつながりの

希薄化、家庭や地域の力の低下が懸念されており、虐待やいじめ、不登校といった子ども

を取り巻く課題も多様化しています。さらに、外国籍の子どもや医療的ケアを要する子ど

もへの対応、生活困窮家庭への支援など、子どもの育ちを支えるためのソフトとハード両

面の取組みが求められています。また、本市が平成３０年度に実施した子育て支援に関す

るニーズ調査の結果によると、保育ニーズの高まりによる保育の受け皿の確保など待機児

童対策が求められています。 

現在の市子ども・子育て支援計画及び市子ども子育て支援事業計画の期間は両計画とも

平成３１年度末までとなっていますが、前述の状況を踏まえ、国の「子育て安心プラン」



に沿って早急に待機児童解消などに取り組むため、策定時期を予定より半年間前倒しし、

市子ども・子育て支援計画（第２次）及び市子ども・子育て支援事業計画（第２期）を一

体的に策定することにしました。 

親が子どもを育てることを支援する「子育て支援」や、子どもが自ら成長していく

過程を支援する「子育ち支援」は、子ども・子育てをめぐる政策動向等と一体となっ

て取り組まなければ実効性のあるものにはなりません。社会全体で意識を共有し、子

どもを安心して産み育てる環境づくりに取り組んでいきます。 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は、市子ども条例の趣旨に沿い、子ども一人ひとりの成長と自立への支援を

目的とし、本市が進める子ども・子育て関連施策の基本的方向や目標を示すものです。

子ども・子育て支援法第２条の基本理念を踏まえ、同法第６１条に基づく、市町村子

ども・子育て支援事業計画に位置付けるとともに、次世代育成支援対策推進法第８条

に基づく、市町村行動計画に位置付けた計画とします。 

 

３ 計画の期間 

子ども・子育て支援計画（第２次）及び子ども・子育て支援事業計画（第２期）の

計画期間は、令和元年度から令和６年度までとします。 

 

４ 関連計画との関係 

本計画は、上位計画である市総合計画の基本構想に掲げたまちづくりの柱の１つで

ある「元気な人づくり」の個別計画として位置付けます。 

また、全ての福祉分野の計画の上位計画となる市地域福祉計画（平成３１年３月策

定）の基本理念「ともに生きる 福祉でまちづくり」の地域共生社会の実現をめざし、

関連する各個別計画との整合性を図っています。 

なお、本計画は、市幼保一体化推進計画、ひとり親家庭自立支援計画、市子どもの

未来応援計画を含む計画であると同時に、市子ども・子育て支援事業計画（第２期）

として位置付けた計画となっています。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

越前市総合計画（計画体系 平成 30 年度～平成 33 年度） 

主な関連計画 

越前市多文化共生推進プラン 

越前市教育振興ビジョン 

 
子ども・子育て支援計画 

（第 2 次） 
 

子ども・子育て支援事業計画 
（第 2 期） 

 
（令和元年度～令和 6 年度） 

越前市幼保一体化推進計画 

（平成 25 年度～平成 28 年度終了） 

越前市ひとり親家庭自立支援計画

（平成 26 年度～平成 32 年度） 

越前市障がい者計画 

越前市健康２１計画 

越前市次世代育成支援対策推進行動計画 

前期計画 

(平成 17 年度～平成 21 年度) 

後期計画 

（平成 22 年度～平成 26 年度） 

子ども・子育て支援事業計画 
(平成 27 年度～平成 31 年度) 

子ども・子育て支援計画 
(平成 25 年度～平成 31 年度) 

越前市地域福祉計画（平成 31 年度～平成 35 年度） 

越前市食と農の創造ビジョン 

コウノトリが舞う里づくり戦略 

越前市子ども読書活動推進計画 

越前市スポーツ推進プラン 

越前市人口ビジョン・総合戦略 

越前市子どもの未来応援計画 

（平成 30 年度～平成 36 年度） 

越前市男女共同参画プラン 

越前市公共施設等総合管理計画 



５ 前計画の概要と評価 

本市では、平成２４年３月の市子ども条例の制定により、市次世代育成支援対策推進

行動計画後期計画を見直した新たな計画として、平成２５年３月に市子ども・子育て支

援計画を策定しました。子どもの最善の利益のため、一人ひとりの子どもの成長と自立

への支援を理念に６つの基本柱を定め、様々な事業に取り組んできました。 

また、平成２４年８月に子ども・子育て支援法が成立し、同法第６１条において、市

町村は国が示す基本指針に即して市町村子ども・子育て支援事業計画を定めるものとさ

れました。本市では平成２７年３月に市子ども・子育て支援事業計画を策定し、子育て

支援事業に取り組んできました。なお、子育て支援事業の実施状況については、毎年度、

市子ども・子育て会議の評価を経て市民に公表しています。 

 

（１）前子ども・子育て支援計画 

基本柱Ⅰ 子どもの権利が守られる社会づくり 

市子ども条例、児童福祉法の理念に基づき、子どもの最善の利益のために地域や関係

団体との連携などの取組み強化を図っています。 

～主な取組み～ 

【子ども条例の周知】 

子どもの権利の保障と自立を実現するため、イベントや地域の出前講座において、「越

前市子ども条例」の普及啓発に努めました。 

【人権教育を推進し、全ての人が権利を尊重する意識に努める】 

人権擁護委員との連携により学校・ＰＴＡ・地域での人権に関する教育の推進や、

幼児期からの男女共同参画の意識啓発に努めました。 

 

基本柱Ⅱ 子どもが社会に参加するための環境づくり 

特別な配慮を要する子どもを支える体制の推進と、子どもや子育て家庭が安心して利

用できる「子ども・子育て総合相談室」の定着に努めました。 

また、住み慣れた地域で子どもがのびのびと安心して過ごすことができる社会づくり

に取り組みました。 

～主な取組み～ 

【障がいのある子どもとその家庭への総合的な支援体制を充実する】 

障がいのある子どもが、住み慣れた地域で一人ひとりのニーズに応じた適切な支援が

受けられるよう、ケースの状況に応じ関係機関との連絡会や研修会を開催しました。 

また、放課後の居場所の確保に努めました。 



【相談窓口の一元化】 

子どもや家庭に関するあらゆる相談ができる「子ども・子育て総合相談室」を設置し、

相談窓口の一元化を図りました。また、市要保護児童対策地域協議会を活用し、関係機

関の連携を強化しました。 

妊娠期から子育て期まで総合的に相談できる「子育て世代包括支援センター」を設置

しました。 

【子どもの社会参加の促進を図る】 

子どもたちが親元を離れ、地域の大人たちの指導のもと、日常生活力をつけるための

合宿通学などを引き続き実施し、家庭の大切さを認識し、子ども同士、地域の大人たち

との交流を深めました。 

 

基本柱Ⅲ 仕事と家庭の調和を実現する社会づくり 

共働きで、その就業形態も様々な子育て家庭が、安心して子育てできる環境整備の推

進と、多様化する子育てニーズに対応するサービスの向上を目指しました。 

～主な取組み～ 

【事業所に対してワーク・ライフ・バランスを啓発する】 

ワーク・ライフ・バランスに配慮した職場環境づくりに取り組む事業所に対する表彰

制度の創設やその普及促進を実施しました。 

【家庭の実情にあった子育て支援を充実する】 

利用者のニーズに応じ、放課後児童クラブの対象年齢を小学６年生までに拡充しまし

た。 

また、子育て情報サイト「子育てどんとこい！越前市」「子育て情報アプリえっつぶ」

を構築し、幅広い情報発信に努めました。  

子育て短期支援事業、病児・病後児保育事業については、広域（市外施設）での利用

も可能とし、より利用しやすい支援を目指しました。 

 

基本柱Ⅳ 子どもの健やかな成長を育む教育・生活環境づくり 

子どもの育ちに必要な就学前教育の充実と、学齢期の子どもの「生きる力」の育成の

ための義務教育の充実に努めました。 

また、地域力を活用した子育て支援、保護者教育に努めるとともに、子どもを危険か

ら守るための環境づくりを継続して実施しました。 

～主な取組み～ 

【幼児教育・保育環境を充実する】 

家庭の状況に応じて選択できる認定こども園への移行の推進や、保育料の負担軽減に

取り組みました。 



認定こども園への移行については、平成２４年度には保育所２４園、幼稚園１９園で

したが、市幼保一体化推進計画に基づき、認定こども園への移行に取り組んだ結果、令

和元年度には認定こども園１４園、保育所１０園、幼稚園９園となりました。 

また、子どもが現在を最も良く生き、生命（いのち）の尊さやつながりの大切さを学

ぶ場として、関係機関が連携し、保育環境づくりと保育内容の充実に努めました。 

【子どもの「生きる力」を育成する】 

確かな学力や豊かな心、健康や体力などの「生きる力」を育成するために、多様な機

関が連携し、夢や希望の実現に向けて努力していくことができる教育を、総合的に推進

しました。 

また、いのちの大切さを学び、いのちを守る意識の向上を図るため、市内全中学校に

おいて、赤ちゃん抱っこ体験を実施しました。 

スポーツ活動や文化芸術活動など、多様な体験と活動の場の提供と、平成３０年度の

福井国体においては、部活動の創部、競技力向上にも取り組みました。 

【地域力を活用した子育て支援を推進する】 

地域の人材（ゲストティーチャー）を活用しながら、公民館や学校施設を拠点として、

地域住民との交流の場づくりや、総合型地域スポーツクラブの推進、「家庭・地域・学

校協議会」を活用し、学校と保護者や自治振興との連携などを図りました。 

また、家庭学習支援を前提とした、子どもの居場所づくり事業を実施し、地域の中で

子どもを見守り支援する体制を構築しました。 

【家庭教育力の向上を目指す】 

豊かなふれあい体験を通して家庭教育の向上を図るため、多様な文化とふれあう巡回

型の演劇会、音楽会、小さな時から本に親しむ「お話し会」を実施しました。 

また、５か月児セミナーでボランティアによる読み聞かせをするブックスタート事業

を実施しました。絵本を１冊プレゼントし、絵本の楽しさを知るきっかけ作りと、未配

布の家庭には個別訪問を実施しました。 

【子どもの安全を守る環境を整備する】 

地域や警察、消防と連携しながら、幼少期における防災教室や避難訓練の実施など安

全教育に努めました。 

また、通学路の安全確認や防犯灯、グリーンベルトの設置、日中及び登下校における

見守り活動の実施など、安心して子育てができる環境づくりを実施しました。 

武生中央公園をリニューアルし、だるまちゃん広場をオープンして、子どもが安心し

て遊べる場を整備しました。 

 

 

 



基本柱Ⅴ 支援を必要とする子どもとその家庭への自立支援体制づくり 

児童虐待の早期発見・早期対応につなげるため、市要保護児童対策地域協議会を中心

とした関係機関の連携に加え、地域全体で見守りできる支援体制づくりに取り組みまし

た。 

また、ひとり親家庭の自立支援について、就労支援、子育て・生活支援、経済的支援

等を着実に推進しました。 

発達に支援の必要な子どもとその家庭に対して、関係機関の連携を図り、相談支援や

発達支援を実施し、早期発見及び早期療育に取り組みました。 

外国籍の子どもへの支援についても、地域で安心して生活ができるよう関係機関の連

携を図りました。 

～主な取組み～ 

【要保護児童対策を強化する】 

市要保護児童対策地域協議会を活用して関係機関と連携し、総合相談窓口体制を強化、

早期発見・早期対応に取り組みました。 

また、地域、一般市民、民生児童委員、関係機関職員への出前講座を開催し、児童虐

待防止の啓発を実施し、地域全体で見守りできる支援体制づくりに取り組みました。 

【ひとり親家庭の自立支援を推進する】 

経済的支援では、ひとり親家庭等の子育て安心プラン事業に基づき、病児・病後児保

育利用料、放課後児童クラブ利用料、高校生の通学定期代の補助を実施しました。 

また、学習習慣を身に付け、基礎的学力の向上を図ることを目的とした学習教室を開

設し、家庭環境に左右されることなく、子どもとその家庭が安心して生活と子育てがで

きる環境づくりを推進しました。 

【発達に支援の必要な子どもとその家庭への支援を充実する】 

保育カウンセラー配置事業を市内公私立保育園・認定こども園・幼稚園で実施する中

で、地域支援を行う健康増進課、児童発達支援センターなないろ、南越特別支援学校教

育相談部等が定期的に連絡会を開催し、情報共有に努めました。 

また、乳幼児健診事後フォロー教室やこどもの相談会、児童発達支援センターなない

ろ発達健診等を開催し、早期発見及び早期療育に取り組みました。 

【外国籍の子どもや家庭への総合的な支援体制を充実する】 

日本語によるコミュニケーションが困難な子どもや家庭に対し、日常生活や子育ての

相談、市民行政サービス利用等の通訳、就学前教育・保育施設における外国籍児童対応

職員の園巡回や、子ども福祉課への配置、学校においてはアクセスワーカー等の配置な

どを実施し、支援体制を充実しました。 

また、家庭学習支援を対象とした夏休み宿題サポート事業、子どもの居場所づくり事

業について、国際交流協会などの関係機関と連携して実施しました。 



基本柱Ⅵ 親子の心と体の健やかな成長を支援する体制づくり 

妊娠中から、安心して出産、育児ができるよう、さらに愛着形成のためのふれあいが

できるよう、また全ての子どもが健やかに成長できるよう、保健、福祉、医療等の関係

分野が連携して子育ての支援に取り組みました。 

～主な取組み～ 

【安心して妊娠・出産できる環境を充実します】 

特定不妊治療を受ける夫婦の経済負担軽減、妊産婦健診、両親学級、乳幼児健診事後

指導など、妊娠期からきめ細やかな健康支援の充実に取り組みました。 

【親と子の健康づくりを推進します】 

気がかりな子について、電話・訪問・事後教室などのフォロー及び健診未受診者に対

する受診勧奨や訪問、新生児訪問指導など、疾病等の早期発見や発育・育児不安解消に

対応するための支援に取り組みました。 

【若い世代が自立し家庭を持つための支援を充実します】 

将来を豊かに生きるための能力を養うため、全中学校で職場体験を実施しました。 

また、市民活動団体等と関係機関との連携により、出会いの場創出事業を実施し、自

立して家庭をもつことができる取組みを推進しました。 

若い世代の定住化を推進するため、新婚夫婦への家賃補助事業を行いました。 
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②就学前教育・保育施設の入所状況 

 幼稚園と保育所の入園状況をみると、平成２５年度は０歳児の１６％、１歳児の５

８％、２歳児の７３％が入園していましたが、平成３０年度は０歳児１３％、１歳児

６３％、２歳児８３％が入園しており、年々入所率が高まり、保育ニーズの低年齢児

化が進んでいます。 

 

               

幼稚園・保育所入園児童数推移 

 

資料：子ども福祉課、教育振興課 各年度３月３１日現在 

 

 

 









２ 課題 

 本市の現状や国の政策動向、また平成３０年度に実施した「子育て支援に関するニー

ズ調査」結果などから、子どもや子育て世帯を取り巻く様々な課題が見えてきています

が、本計画において強化して取り組むべき大きな課題は次の３点と考えられます。 

 

（１）待機児童解消に向けた対策 

本市では、平成２９年度以降、保育所・認定こども園の待機児童が発生しています。

待機児童の内訳をみると、０～２歳児がそのほとんどを占めています。 

本市の現状を見ると、少子化が進む一方で、世帯数の増加及び一世帯の人員数の減少

により核家族化が顕著になっています。子育て世帯においても、就労する母親が非常に

多く、低年齢児の入所率や職場復帰時の子どもの年齢の調査結果から、年々保育ニーズ

の低年齢化が進んでいることが明らかになっています。 

さらに、令和元年１０月から始まる幼児教育・保育の無償化に伴い、３～５歳児にお

いても就学前教育・保育施設の利用が高まることが予想されます。 

また、全国においても、女性就業率（２５歳～４４歳）は上昇し、保育の利用率も年々

増加しています。これに伴い、待機児童数は２万人を超える水準で推移しています。国

は、待機児童を解消するための「子育て安心プラン」を策定し、解消に必要な保育の受

け皿約２２万人分の予算を平成３０年度から令和元年度の２年間で確保した上で、令和

２年度末までに待機児童を解消するとともに、令和４年度末までの５年間で２５～４４

歳の女性の就業率８０％に対応できる約３２万人分の保育の受け皿を整備することと

しています。 

本市においても、この「子育て安心プラン」を踏まえ、少子化と保育ニーズのバラン

スをとりながら必要とされる量の見込みを見極め、各年度における教育・保育の確保の

内容を定めていくことが重要と考えます。 

企業主導型保育事業や、地域型保育事業を視野に入れ、市全体の就学前教育・保育施

設の適正配置を推進し、保育の受け皿を整備します。 

また、待機児童の発生要因の一つに、保育士等の不足が挙げられます。保育の受け皿

を支える人材の確保は、緊急の課題として取り組む必要があります。 

 

 

 

 



計画の基本理念と基本目標

第３章



計画の基本理念と基本目標

第３章



施策の体系と展開

第４章

第３章 計画の基本理念と基本目標 

１ 基本理念 「一人ひとりの子どもの成長と自立への支援」 

次の社会を担う子ども一人ひとりが、その生涯を通じて人として人間性を育み、社会

へ参加、参画できる「主体」となるよう、家庭、学校、児童福祉施設、地域自治組織及

び市民活動組織、事業者、市民並びに行政等に携わる関係者が一体となって、子どもの

成長と自立を支援します。 

 

２ 基本目標 

平成２８年度に児童福祉法が改正され、この第１条で「全て児童は、児童の権利に関

する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛さ

れ、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られること、

その他の福祉を等しく保障される権利を有する。」と、福祉が子どもの権利として位置

付けられました。 

加えて、子どもの権利条約では、「子どもの意見の尊重」が子どもの権利の一つとし

て認められ、子どもの対応については「子どもの最善の利益」が第一に考慮されること

が規定されています。 

これらの理念や、市子ども条例を踏まえた本計画の基本理念「一人ひとりの子どもの

成長と自立への支援」に則って、本計画の基本目標を次の３つとします。 

 

基本目標 １   

子どもが健やかに育つよう、全ての家庭における子どもの養育を社会全体で支援しま

す 

 

基本目標 ２   

子どもを安心して産み育てることができるよう、子育て環境を整備します 

 

基本目標 ３   

次世代の親となるための豊かな人間性を育み、自立して家庭をもつことができるよう、

子どもの成長を社会全体で支援します 

 

前計画と同様に、これらの３つを目標としながら、施策に取り組んでいきます。 
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第４章 施策の体系と展開 

１ 施策の体系     

              〔 基本理念 〕 

「 一人ひとりの子どもの成長と自立への支援 」 

基本目標 １ 

子どもが健やかに育つよう、全ての家庭における子どもの養育を社会全体で支援し

ます 

基本目標 ２ 

子どもを安心して産み育てることができるよう、子育て環境を整備します 

基本目標 ３ 

次世代の親となるための豊かな人間性を育み、自立して家庭をもつことができるよ

う、社会全体で支援します 

 

基本柱 Ⅰ  子どもの権利が守られる社会づくり 

 

基本施策１ 人権教育を充実し、豊かな心と思いやりの気持ちを育む取組み 

①人権に関する教育の推進 

②ジェンダー平等の意識の啓発 

 

基本施策２ 子どもや子育て世帯の社会参加の促進 

①子育て世帯の意見が反映できる仕組みづくり 

 

基本柱 Ⅱ  多様化する仕事や家庭を支える社会づくり 

 

基本施策１ 仕事と子育てが両立できる職場環境の充実 

①事業所と行政が連携した子育てしやすい職場づくり 

②復職、再就職のための訓練や子育て支援のための情報提供の充実 

 

基本施策２ 家庭の実情にあった子育て支援の充実 

①多様化する子育てニーズに対応するサービスの向上 

②就労を支援する多様な保育サービスの推進 

③放課後の児童健全育成 

④外国人の子育て環境の充実 



 

基本柱 Ⅲ  子どもの健やかな成長を育む教育・生活環境の整備 

 

基本施策１ 教育・保育のための施設整備 

①就学前教育・保育施設の整備 

②学校施設の整備 

③放課後児童施設の整備 

 

基本施策２ 子どもの安全を守る環境の整備 

①防犯対策の強化 

②交通安全の促進 

③施設の安全の確保 

④子どもが安心して遊べる場の提供 

 

基本施策３ 子育てに適した生活空間の整備 

①良好な居住環境づくり 

②子育て家庭が外出しやすい環境づくり  

 

基本施策４ 子育て家庭の経済的負担の軽減 

①子育てのための経済的な支援の充実 

 

基本柱 Ⅳ  子どもの生きる力を育む教育・生活環境づくり 

 

基本施策１ 就学前教育・保育内容の充実 

①豊かなふれあい体験を通した教育・保育 

②就学前教育・保育の質の向上 

 

基本施策２ 義務教育内容の充実 

①「生きる力」の育成のための学力向上に資する教育活動と学習支援の推進 

②「生きる力」の育成のための心の教育の推進 

③「生きる力」の育成のための健康教育、安全教育の推進 

④子ども読書の推進 

⑤夢を育む教育の推進 

⑥特別支援教育の推進 



⑦地域や関係機関と連携した教育の推進 

 

基本施策３ 地域力を活用した子育て支援 

①教育・保育施設と地域との交流の推進 

②地域で子どもの成長を見守る活動の支援 

③地域力を生かした親育て 

 

基本施策４ 家庭教育力の向上 

①豊かなふれあい体験を通した家庭教育力の向上 

②家庭教育力の向上のための体制づくり 

 

基本施策５ 青少年の健全育成 

①健やかな成長を育む学びの実施 

②有害環境の浄化活動の促進 

 

   基本柱 Ⅴ  支援を必要とする子どもとその家庭への自立支援体制の推進 

 

基本施策１ 児童虐待や養育放棄等要保護児童対策の強化 

①児童虐待防止啓発事業の充実 

②妊娠期からの切れ目ない支援体制における早期発見・相談体制の充実 

③専門機関の連携強化 

④虐待を受けた児童や虐待した親の自立支援 

 

基本施策２ ひとり親家庭の自立支援 

①子どもの育ちへの支援 

②子育てをしている親への就業・生活支援 

③経済的支援の推進 

④情報提供、相談体制の推進 

 

基本施策３ 生活困窮家庭への総合的な支援 

①子どもの育ちへの支援 

②子育てをしている親への就業・生活支援 

③経済的支援の推進 

④情報提供、相談体制の推進 

 

 



 

基本施策４ 発達に支援を必要とする子どもとその家庭への支援体制の充実 

①「気づき」の段階からの支援の充実 

②情報提供、相談体制の推進  

 

基本施策５ 障がいのある子どもや家庭への支援体制の充実 

①子どもや家庭への支援 

②放課後や長期休暇等の居場所確保 

③特別支援教育の推進 

④学校卒業後の進路に対する支援 

⑤地域生活や余暇を楽しむ支援・援助 

⑥地域で支え合う体制づくりの推進 

 

基本施策６ 外国籍の子どもや家庭への総合的な支援体制の充実 

①外国籍の子どもの育ちへの支援 

②多文化理解の啓発 

③相談支援体制の強化 

 

   基本柱 Ⅵ  親子の心と体の健やかな成長を支援する体制の推進 

 

基本施策１ 若い世代が社会的に自立し、家庭を持つための支援の充実 

①家庭や地域での男女共同参画意識の形成 

②出会いの場創出 

③若い世代の定住化の推進 

④支援を必要とする若者への家庭支援 

 

基本施策２ 安心して妊娠・出産できる環境づくり 

①妊娠期からの切れ目ない支援体制の推進 

      

基本施策３ 子どもと親の健康を守る取組み 

①親子の健康づくりの推進 

②健康な生活習慣づくりの推進 

③親子の愛着形成の推進 

 



２ 基本柱別施策の展開 

基本柱 Ⅰ  子どもの権利が守られる社会づくり 

 

基本施策１ 人権教育を充実し、豊かな心と思いやりの気持ちを育む取組み 

市子ども条例では、全ての子どもの自立を実現するために、協働により子どもの自

立につながる取組みを推進し、子どもの最善の利益の実現のために子どもの育ちを支

援していくことを明らかにしています。 

この子ども条例を実効性のあるものにするため、普及啓発に努めるほか、学校、家

庭、地域での人権教育を推進し、全ての人が子どもの人格と権利を尊重する意識の啓

発に努め、子どもの主体的な取組みを支援します。 

また、性別や性的指向、性自認にかかわらず、全ての子どもにとって、一人ひとりの

権利が尊重されるよう、学校、家庭、地域でのジェンダー平等の意識の啓発に努めます。 

 

基本施策２ 子どもや子育て世帯の社会参加の促進 

身近な地域で様々な子育てに関する相談ができる場所を設け、切れ目ない子育て支援

を強化するとともに、子どもや子育て世帯が意見や提案ができる場や自ら参画できる機

会を設け、地域に開かれた子育て支援の機能の充実を図ります。 

 

基本柱 Ⅱ  多様化する仕事や家庭を支える社会づくり 

 

基本施策１ 仕事と子育てが両立できる職場環境の充実 

本市では、男女共に、子育てをしながら仕事をしている家庭が多く、その就業形態

も様々であることから、仕事と家庭の両立支援と働き方に優しい環境づくりが求めら

れています。 

仕事をしながら子どもと向き合う時間を確保するためには、事業所の主体的な取組

みや職場の人々の協力が必要となります。これらをサポートするため、市と事業所が

連携し子育てしやすい職場づくりを目指します。 

 

基本施策２ 家庭の実情にあった子育て支援の充実 

就労形態や就労時間が多様化している現在、子育てをしながら安心して働き続けるた

めには、その家庭の状況に合わせた保育が必要とされています。延長保育、休日保育、

病児・病後児保育、一時預かり保育や放課後児童クラブの実施など、多様な保育サービ

スの確保に向けた取組みを推進します。 

また、家庭で保育を行っている場合も、子育ての支援を必要としています。それぞれ



の家庭の実情にあった、様々な取組みを推進します。 

 

基本柱 Ⅲ  子どもの健やかな成長を育む教育・生活環境の整備 

 

基本施策１ 教育・保育のための施設整備 

人間形成の基礎を培う乳幼児期・学童期は、子どもの成長に大きな影響を及ぼすこと

から、教育・保育環境を整備することが重要です。 

また、今後さらに高まりが予測される教育・保育ニーズへの対応、近年増加している

外国籍の子どもへの対応、待機児童の解消などのために幅広い受け皿が求められていま

す。 

就学前教育・保育施設、学校施設、放課後児童施設などの施設の整備について、中長

期的な計画を定め、全ての子どもが健全に育つことができるよう教育・保育のための環

境づくりに取り組みます。 

 

基本施策２ 子どもの安全を守る環境の整備 

近年、子どもを対象とした犯罪や事故が大きく報道されており、子どもの安全に対す

る不安が大きくなっています。また、豊かな自然環境の減少など、環境の変化により、

子どもの遊び場が減少しています。 

のびのびと楽しく遊ぶことは、子どもの精神的・身体的な成長にとって必要不可欠で

あるため、地域防犯や交通安全の促進及び子どもの遊び場の確保が望まれています。 

こうしたことから、地域や警察などの関係機関と連携しながら、犯罪を防止するため

の活動や環境整備、犯罪を誘発する機会を減少させる取組みや犯罪被害に遭わないため

の安全教育などを実施します。 

また、交通安全についても、登下校時の見守り活動や、通学路等の整備などを実施し

ます。 

さらに、子どもの遊び場となる施設の安全確保や、自然とふれあえる場としての環境

整備など、子どもの遊び場・ふれあいの場を確保し、子どもがのびのびと育つことがで

きる安全な環境づくりを推進します。 

 

基本施策３ 子育てに適した生活空間の整備 

子育て家庭が安心して生活できる空間として、良好な居住環境、妊婦や乳幼児を連れ

た人が安心して外出できる環境が求められています。 

子育て家庭が安心して生活できるように、住宅の耐震診断や市営住宅の空き情報の提 

供を実施していきます。 

また、歩道の段差の改善や公共施設のバリアフリー化、公園施設や雨天時に過ごせる 



施設の整備など、子どもと子育て家庭に配慮した生活空間の整備を推進します。 

 

基本施策４ 子育て家庭の経済的負担の軽減 

子育てのための経済的な支援として、児童手当の支給、子どもの医療費の助成、保育

料の軽減・無償化など、様々な支援制度が設けられています。経済的な理由により子育

てが困難な状況にならないよう、これらの制度を継続していきます。 

また、第３子以降の子どもがいる家庭の経済的負担の軽減制度を継続し、多子世帯を

応援していきます。 

 

基本柱 Ⅳ  子どもの生きる力を育む教育・生活環境づくり 

 

基本施策１ 就学前教育・保育内容の充実 

近年、本市では待機児童が発生しており、その解消又は発生抑制のために保育人材の

確保が重要な課題となっています。 

また、少子化が進む中、子どもたちの育ちに必要な集団活動の場が強く求められてお

り、就学前児童への教育・保育内容の充実が求められています。 

こうしたことから、子どもが充実した教育・保育を受けるために、継続的な保育人材

の確保に努め、人材育成や職場環境・処遇の改善を推進していきます。 

また、関係機関が連携して、子どもに最もふさわしい生活の場としての教育・保育環

境づくりと充実に努めます。 

 

基本施策２ 義務教育内容の充実 

次世代の担い手である子どもが、確かな学力や豊かな心、健やかな体などバランス

のとれた「生きる力」を身につけ、夢や希望の実現に向けて努力していくことができ

る教育を総合的に推進し、子どもの状況に応じたきめ細かな教育の充実に努めます。 

近年、不登校やいじめなど子どもを取り巻く社会環境は複雑化しており、子どもの

家庭環境の問題も大きく関係しています。その解決のために、多様な機関の有機的な

連携によるケアを推進します。 

 

基本施策３ 地域力を活用した子育て支援 

核家族化が進み、周囲とのつながりが希薄化している中、身近に話し相手がいない、

相談する人がいない、安全な遊び場がないなど、孤立している家庭や子育てに不安や負

担を感じている家庭は少なくありません。気軽に交流しながら情報交換や相談ができる

場は、子育ての不安や負担を軽減させるために非常に重要です。 

こうしたことから、地域ぐるみで親の自主的な子育てを支え、親子のふれあいを確保



するため、保育所・認定こども園・幼稚園・学校・児童館・公民館などと連携して地域

の身近な子育て支援拠点の場を提供していきます。 

また、子育て家庭が社会とのつながりを持ち、地域で子どもの成長を見守ることがで

きるように、町内、自治振興会、市民活動団体などと連携して、地域での子育て支援活

動に努めていきます。 

 平成３０年度から実施している子どもの居場所づくりについても、引き続き小学校区

単位での居場所づくりを目指し、子どもの自立する力を育むとともに、地域の中で子ど

もを見守り、支援する意識の醸成を図っていきます。 

 

基本施策４ 家庭教育力の向上 

幼少期は、子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期であり、現在と

未来をつなげる橋渡しの時期です。こうしたことから、多様な人と触れ合うこと、自然

と親しむことなどの体験が減少している現在においては、教育・保育施設はもちろん地

域社会が子育て家庭に対して積極的にこれらの活動を行うことが求められています。 

一方、子育て家庭で、親子が、子どもの自立に向けて意欲の基盤をしっかり築くため、

親子で向き合う時間を大切にし、親が子育てを前向きに実践できるような環境を整える

ことが必要です。 

家庭の中で食育や環境学習などの自然と親しむ体験ができる場の提供、ブックスター

ト事業や子育て支援センターなどを活用した親子のふれあい体験の場の提供、また、子

育てに関する相談が気軽にできる場の提供など、家庭の教育力を高めるための取組みを

推進します。 

 

基本施策５ 青少年の健全育成 

インターネットや携帯電話等のＳＮＳの発達により、情報化社会が急速に進展する中

で、子どもを取り巻く環境が健全育成に悪影響を与えることのないように、学校では、

従来以上に道徳教育において、モラルについて学習しています。 

さらに、子どもが安心して地域で暮らすことができるためには、定期的な巡回活動と

関係機関の情報の共有化により、有害情報を子どもに触れさせないための活動が必要で

す。 

これまでの保護者の日頃からの見守りと併せ、有害情報を子どもに触れさせないため

に、事業所も含め地域が一体となって子どもたちを見守るための各種啓発活動に努めま

す。 

 

 

 



基本柱 Ⅴ  支援を必要とする子どもとその家庭への自立支援体制の推進 

 

基本施策１ 児童虐待や養育放棄等要保護児童対策の強化 

近年、児童虐待は、子どもの尊い生命が奪われるなど、深刻な社会問題となっていま

す。 

また、身体的虐待だけでなく養育放棄や心理的虐待も多く、対応が複雑かつ困難にな

っています。 

児童虐待の背景として、相談する相手が少ないため孤立感を抱えたり、子どもとの接

し方がわからない親の増加、家庭の子育て力の低下、生活困窮や家庭内の不和等を原因

として子育てをうまく行えない家庭が増えたことも一因と考えられます。 

こうしたことから、虐待の未然防止や早期発見・早期対応のため、妊娠期からの切れ

目ない支援体制の充実や関係機関の連携強化等、児童相談体制の充実に努めます。また、

児童養護施設や里親等の社会的養護体制の充実に努めます。 

 

基本施策２ ひとり親家庭の自立支援 

ひとり親家庭は、本市においては横ばい状態にあるものの、保護者が子育てと生活の

担い手という役割を一人で担っていることから、子どもの養育や収入など様々な面にお

いて困難をかかえやすい状況にあります。 

本市では、平成２０年に「越前市ひとり親家庭自立支援計画」を策定し、ひとり親家

庭の生活の安定と子どもの健やかな成長を目的とした取組みを進めてきましたが、子ど

も・子育て支援計画に統合します。 

経済的支援、学習支援等、引き続き、子どもが家庭環境に左右されることなく、安心

して生活と子育てができる環境づくりが推進されるよう、施策の充実に努めます。 

 

基本施策３ 生活困窮家庭への総合的な支援 

子どもによっては、家庭の経済的な理由から、将来展望を描きにくく、自己肯定感

や学習意欲に影響を及ぼしている場合があり、希望する進学や就職の道がせばめられ

るなどが懸念されます。 

また、保護者が仕事と家事に追われ、精神的に余裕がないため、子どもと保護者の

コミュニケーションを図る時間が不足することもうかがわれます。 

次世代を担う子どもたちが、生まれ育った環境に左右されることなく、自分の将来の

夢に向かって、自立していけるよう、子どもへの直接的な支援や家庭生活の基盤となる

保護者への支援に努めます。 

 

 



基本施策４ 発達に支援を必要とする子どもとその家庭への支援体制の充実 

発達障がい等に関しては、早期発見及び早期の適切な療育が求められています。保育

現場や教育現場において、発達が気がかりで集団活動に課題がある子どもが多く報告さ

れる中、障がいと診断される前段階における支援に取り組んでいます。 

今後も、親のニーズや子どもの状況を考慮し、医療・保健・教育の関係機関とより一

層の連携を図り、切れ目ない支援を行うことで、社会生活に必要な生活習慣などが確立

できるよう努めます。 

 

基本施策５ 障がいのある子どもや家庭への支援体制の充実 

近年、障がい等のある子どもに関する認識が高まり、「障がいのある子ども」の概念

が多様化する中で、早期発見・早期の適切な療育に対するニーズが高まってきています。 

本市では、母子保健事業や保育所・認定こども園・幼稚園においても、障がいのある

子どもの受入と、早期療育、さらには、放課後児童クラブなどの福祉サービスにおいて

も障がいのある子どもの受入を行っています。 

今後とも、関係機関と連携し、就労支援も含むきめ細かな相談体制等の充実を図り、

障がいのある子どもとその家庭の日常生活の支援に努めるとともに、地域の支援者を支

える体制づくりに取り組みます。 

 

基本施策６ 外国籍の子どもや家庭への総合的な支援体制の充実 

近年、親の両方又はいずれか片方が外国出身者である子どもを含む家庭の増加と、定

住、長期滞在化に伴い、教育・福祉・医療・防災など、様々な分野で課題が増加してい

ます。 

生活習慣や養育観の違い、言葉の壁などの様々な問題が子どもを取り巻いていること

から、日常生活や子育ての相談、行政サービス利用等の際の通訳、子どもへの日本語教

育や日本語指導、宿題サポートなどの学習支援を充実し、外国人も暮らしやすく、社会

参画しやすい、多文化共生のまちづくりの取組みに努めます。 

 

基本柱 Ⅵ  親子の心と体の健やかな成長を支援する体制の推進 

 

基本施策１ 若い世代が社会的に自立し、家庭を持つための支援の充実 

今の子どもや若者は、命や性の軽視、こころの問題や虐待などさまざまな問題を抱

えるようになっていると言われています。そこで、人との関わりや共感を高め次世代

の親を育成するために、将来を豊かに生きるための能力を養う活動を実施します。 

また、学校や家庭、地域、関係機関などの連携による相談体制の充実を図り、越前

市の豊かな歴史や匠の文化にふれることにより、子どもたちが「越前市が好き」「越



前市に将来も住みつづけたい」と思うような、郷土愛の育成に努めます。 

 

基本施策２ 安心して妊娠・出産できる環境づくり 

妊娠・出産は、妊産婦やパートナー、家族にとっても大きな出来事です。妊娠期は、

身体をいたわり、おなかの赤ちゃんに配慮しながら充実した毎日をすごせるようにす

るほか、赤ちゃんが誕生した後は、育っていく子どもに寄り添い、笑ったり成長に驚

いたりしながら子育ての喜びを感じられるよう、赤ちゃんとその家族の健康保持を支援

します。  
また、妊娠、出産、子どもの成長と子育てに希望が持てる社会を基本に地域や関係

機関と連携し、継続的・包括的に切れ目のない支援に努めます。 

 

基本施策３ 子どもと親の健康を守る取組み 

赤ちゃんが生まれると、今までの日常の流れや家族の役割など、生活が大きく変わりま

す。そのため、子育て中は、心身の調子がすぐれなくなることもあります。 

また、子どもの成長に伴って、発育や発達に関する悩みや心配も出てきます。 

産後うつ等の心身の不良や育児不安解消の取組みにおいては、新生児・乳児・幼児と

子育て期を通じ、訪問や教室・健診など様々な機会で育児支援を行い、健やかに育つ

ための相談体制や関係機関との連携を図り支援を充実します。また、学童期以降も学

校保健や思春期保健等との連携も含め健康づくりを推進します。 

 

 



※区分

●

◎

○

空白

基本柱 基本施策 施策 取組み内容 担当課 区分

子ども条例の普及啓発 子ども福祉課
教育振興課

就学前教育・保育施設における思いやりの教育の実
施 子ども福祉課

教育振興課

小中学校における人権教育の実施 教育振興課

人権啓発活動の推進
市民協働課
 (男女共同参画センター)
 (人権擁護委員)
 (小中学校)

男女の固定的役割分担意識を解消するための研修・
講座

市民協働課
 (男女共同参画センター)
 (人権擁護委員)
 (小中学校)

性別や性的指向・性自認の多様性の理解の啓発

市民協働課
教育振興課

2
　
子
ど
も
や

子
育
て
世
帯
の

社
会
参
加
の
促

進

①子育て世帯の意見が反映
できる仕組みづくり

子どもや子育て世帯が、意見や提案のできる場づく
り

子ども福祉課 ◎

事業所へ子育て支援制度充実の協力要請 子ども福祉課
産業政策課

男女平等オンブッドの事業所訪問 市民協働課

越前市輝く女性応援団行動宣言への賛同企業の取組
み事例紹介と企業の募集 市民協働課 ◎

②復職、再就職のための訓
練や子育て支援のための情
報提供の充実

福井労働局との雇用対策協定に基づく事業の実施

産業政策課

ショートステイ事業、トワイライトステイ事業の継
続 子ども福祉課

一時預かり事業、すみずみ子育てサポート事業の継
続 子ども福祉課

地域子育て支援センターや認定こども園などの子育
て支援拠点の充実 子ども福祉課

子育て情報発信の充実
子ども福祉課
健康増進課
情報統計課

延長保育、休日保育、病児・病後児保育等の継続 子ども福祉課

障がい児、医療的ケア児等への保育の実施 子ども福祉課

保育所・認定こども園・幼稚園における一時預かり
や預かり保育の実施

教育振興課
子ども福祉課

保育サービスに関する情報の定期的な提供 子ども福祉課
教育振興課

①人権に関する教育の推進

1
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場
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境

の
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実

2
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②ジェンダー平等の意識の
啓発
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し
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か
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り

の
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ち
を
育
む
取
組
み

継続事業

拡充

３　施策一覧

①事業所と行政が連携した
子育てしやすい職場づくり

①多様化する子育てニーズ
に対応するサービスの向上

②就労を支援する多様な保
育サービスの推進

市子ども・子育て支援計画（第2次）の具体的な取組み内容一覧

新たに組み入れた既存事業

新規

Ⅰ
子
ど
も
の
権
利
が
守
ら
れ
る
社
会
づ
く
り

Ⅱ
多
様
化
す
る
仕
事
や
家
庭
を
支
え
る
社
会
づ
く
り



基本柱 基本施策 施策 取組み内容 担当課 区分

放課後児童健全育成事業の充実 子ども福祉課

放課後子ども教室の推進 生涯学習課

児童館・児童センター機能の充実 子ども福祉課

外国籍の子どもへの生活支援充実
市民課
子ども福祉課
健康増進課
市民協働課
 (国際交流協会)

外国人の子育て支援ができる人材の育成 子ども福祉課
教育振興課
行政管理課

◎

幼保一体化による施設整備 子ども福祉課
教育振興課

個別施設計画の作成 子ども福祉課
教育振興課

◎

教育・保育のための施設整備 子ども福祉課
教育振興課

企業主導型保育事業や地域型保育事業の推進 子ども福祉課
産業政策課

◎

小中学校の老朽化対策やバリアフリー化等の推進 教育振興課

良好な学習環境の整備・充実 教育振興課

放課後児童クラブの施設整備・充実 子ども福祉課
教育振興課

児童館・児童センター個別施設計画の作成
 子ども福祉課　 ◎

地域防犯パトロールの実施
防災安全課
生涯学習課
 (自治振興会)
 (越前警察署)

防犯灯の整備 防災安全課
 (自治振興会)

不審者出没・緊急時等における情報発信 子ども福祉課
教育振興課
（越前警察署）

交通安全教室などの啓発活動 防災安全課
 (自治振興会)
 (越前警察署)

通学路等の整備
都市整備課
教育振興課
防災安全課
 (丹南土木事務所)

○

歩道の整備、改良、バリアフリー化促進 都市整備課
 (丹南土木事務所)

幼少期における防災教室の推進、避難訓練の実施 南越消防組合

消防用設備等及び危険物施設等の安全確保 南越消防組合

家庭内への防火器具設置の啓発 南越消防組合

④子どもが安心して遊べる
場の提供

公園施設の安全管理 都市計画課
子ども福祉課

Ⅱ
多
様
化
す
る
仕
事
や
家
庭

を
支
え
る
社
会
づ
く
り

Ⅲ
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
を
育
む
教
育
・
生
活
環
境
の
整
備

③放課後の児童健全育成

④外国人の子育て環境の充
実

①就学前教育・保育施設の
整備

③放課後児童施設の整備

2
　
家
庭
の
実
情
に
あ
っ
た

子
育
て
支
援
の
充
実

②学校施設の整備

①防犯対策の強化

②交通安全の促進

③施設の安全の確保

1
　
教
育
・
保
育
の
た
め
の

施
設
整
備

2
　
子
ど
も
の
安
全
を
守
る
環
境
の
整
備



基本柱 基本施策 施策 取組み内容 担当課 区分

住宅の耐震診断及び改修の促進 建築住宅課

市営住宅や空き家の空き情報提供 建築住宅課 ○

公共施設等のバリアフリー整備促進
教育振興課
子ども福祉課

歩道の整備、改良、バリアフリー化促進【再掲】 都市整備課
 (丹南土木事務所)

都市公園施設の改修 都市計画課 ◎

雨天時に過ごせる施設の確保と充実
 子ども福祉課　 ◎

「赤ちゃんの駅」の設置 子ども福祉課 ○

児童手当の支給 子ども福祉課

子どもの医療費の助成 子ども福祉課 ○

幼児教育・保育の無償化 子ども福祉課 ◎

保育料の軽減 子ども福祉課

県の３人っ子応援プロジェクト等による経済的支援 子ども福祉課

生命（いのち）の尊さやつながりの大切さを学ぶ場
づくり

子ども福祉課
教育振興課

食に関する意識を高める食育の推進
子ども福祉課
農政課
教育振興課
健康増進課

多文化理解のための行事開催 子ども福祉課
教育振興課

◎

質を高めるための研修の実施や幼児教育アドバイ
ザーの配置

子ども福祉課
教育振興課

●

教育・保育職を目指す人材の育成 子ども福祉課
教育振興課

子育て支援員など、保育を支える人を支える人材の
育成 子ども福祉課

処遇改善や職場環境改善の推進 子ども福祉課
教育振興課
行政管理課

教育・保育施設及び子育て関係機関の連携 子ども福祉課
教育振興課

第三者評価利用の推進 子ども福祉課 ◎

外国籍の子どもの保育環境の充実 子ども福祉課
教育振興課

○

教員の資質・能力の向上のための研修や支援等の推
進 教育振興課

教職員の働き方改革の推進 教育振興課

スクールプランの作成（学力調査等の分析による実
態や課題の把握） 教育振興課

児童生徒一人ひとりに応じた指導 教育振興課

外国籍の子どもの教育環境の充実 教育振興課 ○

Ⅲ
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
を
育
む
教
育
・

生
活
環
境
の
整
備

①子育てのための経済的な
支援の充実

①豊かなふれあい体験を通
した教育・保育

1
　
就
学
前
教
育
・
保
育
内
容
の
充
実

①良好な居住環境づくり

②就学前教育・保育の質の
向上

①「生きる力」の育成のた
めの学力向上に資する教育
活動と学習支援の推進

4
　
子
育
て
家
庭
の

経
済
的
負
担
の
軽
減

②子育て家庭が外出しやす
い環境づくり

3
　
子
育
て
に
適
し
た

 
 
 
生
活
空
間
の
整
備

2
　
義
務
教
育
内
容
の

 
 
充
実

Ⅳ
子
ど
も
の
生
き
る
力
を
育
む
教
育
・
生
活
環
境
づ
く
り



基本柱 基本施策 施策 取組み内容 担当課 区分

いのちの教育の推進、思春期保健事業の実施 教育振興課
生涯学習課
子ども福祉課
健康増進課
市民協働課
 (男女共同参画センター)

子育てや青少年健全育成、人権などに関する講座の
開催 生涯学習課

豊かな体験活動の充実 教育振興課

文化芸術にふれる機会の提供 文化課

郷土の自然と歴史を尊重する心の育成 文化課
農政課

多様な文化、価値観などを尊重しあう資質の育成 教育振興課 ○

食に関する意識を高める食育の推進【再掲】
子ども福祉課
農政課
教育振興課
健康増進課

防災や交通安全等に対する安全教育の推進 教育振興課

子どものスポーツに接する機会の充実 スポーツ課
教育振興課

情報端末等との上手な付き合い方の指導 教育振興課
生涯学習課
 (愛護センター)

各小中学校図書館蔵書の増冊 教育振興課

子どもが読書に興味がもてる機会の提供 教育振興課
図書館

夢ある子どもの育成（「夢の教室」や中学生対象の
「ロボットコンテスト」及び小中学生の文化・体育
の強化支援の「夢レベルアップチャレンジ」の開
催）

教育振興課
スポーツ課

職場体験の実施 教育振興課

校内委員会を核としてケース会議等を開催し、職員
の共通理解を深め、全校的な支援体制を構築

子ども福祉課
教育振興課

教育・保育施設、小学校・中学校及び県・市等の関
連機関との連携のもと、支援計画の作成

教育振興課
子ども福祉課
社会福祉課

障がいに応じた適切な教育環境の整備（校内支援体
制構築、個別の教育支援計画の作成） 教育振興課

学校や家庭・地域・関係機関との連携体制の強化 教育振興課
子ども福祉課

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー
カー、心のパートナーの活用

教育振興課
子ども福祉課

福祉と教育の連携強化 社会福祉課
教育振興課
子ども福祉課

全市的な生徒指導体制の確立 教育振興課
生涯学習課
 (愛護センター)

不登校児童生徒の学校復帰支援 教育振興課

開かれた学校づくりのための地域との連携 教育振興課
 (自治振興会)

地域の人材を活用した教育活動の推進 教育振興課

地域住民が参加する機会の設定 子ども福祉課

バス・電車乗車体験 まちづくり・総合交通課

②地域で子どもの成長を見
守る活動の支援

市内の子ども同士の交流会や共同体験の実施 教育振興課
生涯学習課

総合型スポーツクラブの普及促進 スポーツ課

全地区公民館で子ども関連事業の実施 生涯学習課

⑦地域や関係機関と連携し
た教育の推進

④子ども読書の推進

③「生きる力」の育成のた
めの健康教育、安全教育の
推進

　
2
　
義
務
教
育
内
容
の
充
実

3
　
地
域
力
を
活
用
し
た

子
育
て
支
援

②「生きる力」の育成のた
めの心の教育の推進

⑤夢を育む教育の推進

⑥特別支援教育の推進

①教育・保育施設と地域と
の交流の推進

Ⅳ
子
ど
も
の
生
き
る
力
を
育
む
教
育
・
生
活
環
境
づ
く
り



基本柱 基本施策 施策 取組み内容 担当課 区分

②地域で子どもの成長を見
守る活動の支援

日中及び登下校時における児童の安全確保（登下校
時における交差点での交通指導員の配置・地域防犯
パトロール・児童の登下校時の見守り活動）

防災安全課
生涯学習課
 (自治振興会)

児童福祉週間の実施 越前市
教育委員会
 (社会福祉協議会)
 (ＮＰＯ団体)
 (その他各種団体)

合宿通学の実施 生涯学習課
 (各小学校)
 (自治振興会)

仁愛大学と連携した活動の推進 子ども福祉課

子育てサロン・サークル、地域活動組織、ボラン
ティア活動の推進

生涯学習課
子ども福祉課
自治振興会
 (社会福祉協議会)

子育てに関する相談や学習会・研修会等の充実 子ども福祉課
生涯学習課

地域の先輩パパママを中心とする家庭教育支援チー
ム活動を市内各地区に周知し、ネットワークを構築 子ども福祉課

生涯学習課

小さな時から本に親しむきっかけづくり 子ども福祉課
健康増進課
図書館

地域子育て支援センター等における親子交流の場づ
くり 子ども福祉課

食に関する意識を高める食育の推進【再掲】 子ども福祉課
農政課
教育振興課

環境学習の支援及び実施 環境政策課
農政課

子育て相談窓口の充実 子ども福祉課 ○

研修会・勉強会への講師派遣制度の充実 生涯学習課

消費者教育の推進 教育振興課
 (消費者センター)

スポーツ少年団の育成及び活動の活性化を推進 スポーツ課

有害情報に対する教育の充実 教育振興課
生涯学習課
 (愛護センター)

有害情報に関する保護者等への啓発活動 子ども福祉課
教育振興課

児童館・児童センター機能の充実【再掲】 子ども福祉課

有害環境排除のための調査活動の実施（現地調査） 生涯学習課
 (愛護センター)

有害環境の規制に係る条例に基づき、越前市違反広
告物監視員による浄化活動

生涯学習課
 (愛護センター)

コンビニエンスストアやカラオケ店等に対する協力
要請

生涯学習課
 (愛護センター)

定期的な巡回補導の実施 生涯学習課
 (愛護センター)

愛護センターの活動、市民会議における啓発などを
実施

生涯学習課
 (愛護センター)

地域、一般市民を対象とした出前講座の開催 子ども福祉課

要保護児童対策地域協議会構成団体等を対象とした
研修会の開催 子ども福祉課

ホームページや広報紙等による情報配信やリーフ
レットの配布、イベント時の展示等による啓発・広
報

子ども福祉課 ●

3
　
地
域
力
を
活
用
し
た

子
育
て
支
援

③地域力を生かした親育て

①豊かなふれあい体験を通
した家庭教育力の向上

②家庭教育力の向上のため
の体制づくり

①健やかな成長を育む学び
の実施

②有害環境の浄化活動の促
進

①児童虐待防止啓発事業の
充実

4
　
家
庭
教
育
力
の
向
上

Ⅳ
子
ど
も
の
生
き
る
力
を
育
む
教
育
・
生
活
環
境
づ
く
り

Ⅴ

1
　
児
童
虐
待

や
養
育
放
棄
等

要
保
護
児
童
対

策
の
強
化

5
　
青
少
年
の
健
全
育
成



基本柱 基本施策 施策 取組み内容 担当課 区分

関係機関と連携し、24時間相談体制を実施。フリー
ダイヤル、メールなどさまざまな相談対応体制を実
施

子ども福祉課

養育支援が必要な家庭への家庭訪問等子育て世代包
括支援センター機能の充実

健康増進課
子ども福祉課

虐待通告による早期発見・対応等子ども家庭総合支
援拠点機能の充実 子ども福祉課

乳幼児健診や予防接種の未受診児の状況把握 健康増進課

要保護児童対策地域協議会の充実 子ども福祉課
 (福井県総合福祉相談所)
 (協議会構成団体)

児童養護施設や里親等の機能（民間活力）を活用し
た協働事業の実施 子ども福祉課

児童相談所や児童家庭支援センター等と連携した心
理専門職による心理判定やカウンセリングの実施 子ども福祉課

個別ケースに対応した支援の充実 子ども福祉課

子どもの学力・生活向上を目指す居場所づくりや
個々のケースに寄り添った家庭学習支援等の推進 子ども福祉課 ●

就学、進学のための就学支援金の支給や就学援助、
貸付型の奨学金等の実施

子ども福祉課
教育振興課

希望する就学先への通学を支援するための通学定期
代の助成 子ども福祉課 ●

養育費確保及び面会交流に関する相談支援と関係機
関との連携強化 子ども福祉課

就業相談支援の充実（ハローワークとの連携強
化）、同行支援の実施 子ども福祉課

就業に向けた能力開発の推進 子ども福祉課

就業機会の創出（セミナー等の情報提供の充実、在
宅就業の紹介、助成金制度の周知） 子ども福祉課

家事や育児など家庭での養育を支えるサービスの実
施 子ども福祉課

ひとり親家庭の交流を図る取組みの実施 子ども福祉課

児童扶養手当や医療費助成等生活安定のための経済
的支援 子ども福祉課

子育てと仕事の両立を支援する子育てサービス利用
料の助成 子ども福祉課 ●

修学資金や住宅資金等の県や社協が行う貸付制度の
情報提供や市福祉推進資金貸付の実施 子ども福祉課

ホームページや広報紙等による情報配信やリーフ
レットの配布、イベント時の展示等による啓発・広
報【再掲】

子ども福祉課

専門相談員による相談の実施 子ども福祉課

子どもの学力・生活向上を目指す居場所づくりや
個々のケースに寄り添った家庭学習支援等の推進
【再掲】

子ども福祉課 ●

社会経験や交流体験ができる環境整備（新・放課後
子ども総合プランの推進） 生涯学習課 ●

子どもが抱える問題への早期対応を図るためのス
クールソーシャルワーカー・スクールカウンセラー
等の活用【再掲】

教育振興課 ●

②子育てをしている親への
就業・生活支援

家計相談や就労支援等の実施 社会福祉課
 (社会福祉協議会)

●

子ども医療費の窓口無償化や保育料の軽減や無償化
の実施 子ども福祉課 ●

子育てと仕事の両立を支援する子育てサービス利用
料の助成【再掲】 子ども福祉課 ●

希望する就学先への通学を支援するための通学定期
代の助成【再掲】 子ども福祉課 ●

教育費の負担軽減のための就学援助や貸付型の奨学
金等の実施 教育振興課 ●

③専門機関の連携強化

④虐待を受けた児童や虐待
した親の自立支援

①子どもの育ちへの支援

③経済的支援の推進

④情報提供、相談体制の推
進

③経済的支援の推進

②妊娠期からの切れ目ない
支援体制における早期発
見・相談体制の充実

①子どもの育ちへの支援

②子育てをしている親への
就業・生活支援

Ⅴ
支
援
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
と
そ
の
家
庭
へ
の
自
立
支
援
体
制
の
推
進

1
　
児
童
虐
待
や
養
育
放
棄
等
要
保
護
児
童

対
策
の
強
化

3
　
生
活
困
窮
家
庭
へ
の
総
合
的
な
支
援

2
　
ひ
と
り
親
家
庭
の
自
立
支
援



基本柱 基本施策 施策 取組み内容 担当課 区分

子ども・子育て総合相談窓口を設置し、必要な機関
との連携やつなぎを実施

子ども福祉課
健康増進課

●

養育支援が必要な家庭への家庭訪問等子育て世代包
括支援センター機能の充実【再掲】

健康増進課
子ども福祉課

●

地域の見守り活動や課題解決に向けた地域住民によ
る地域力の強化

市社会福祉協議会
社会福祉課
長寿福祉課
子ども福祉課

●

公共料金等にかかわる関係機関の連携強化 社会福祉課
 (社会福祉協議会)
長寿福祉課
子ども福祉課
保険年金課
収納課
水道課
建築住宅課

●

教育・保育施設との連携した相談支援の実施 子ども福祉課
教育振興課
健康増進課

子育て力の向上、不安や問題解決のための保護者へ
の支援の充実 健康増進課

療育等の支援につながる相談体制の充実 子ども福祉課
健康増進課

児童発達支援センターを中核にした早期発達支援の
充実 子ども福祉課

ホームページや広報紙等による情報発信やリーフ
レットの配布、イベント時の展示による啓発・広報
【再掲】

子ども福祉課
健康増進課

切れ目のない支援体制づくり（情報の一元化） 健康増進課
子ども福祉課
社会福祉課

他機関連携（保健、医療、福祉、教育機関等）によ
る地域の支援体制づくり

健康増進課
社会福祉課
子ども福祉課
教育振興課

○

療育を目的とした福祉サービス事業所の数と質の充
実

社会福祉課
子ども福祉課

障がいのある子どもや家庭に対する経済支援の実施 社会福祉課

保育所・認定こども園・幼稚園における受入体制の
充実

子ども福祉課
教育振興課

放課後児童対策の推進 子ども福祉課
社会福祉課

福祉サービス事業所での受入体制づくり 社会福祉課

校内委員会を核としてケース会議等を開催し、職員
の共通理解を深め、全校的な支援体制を構築【再
掲】

教育振興課
子ども福祉課

教育・保育施設、小学校・中学校及び県・市等の関
連機関との連携のもと、支援計画の作成【再掲】

教育振興課
子ども福祉課
社会福祉課

障がいに応じた適切な教育環境の整備【再掲】 教育振興課

雇用機会の拡大と就労定着に向けた取組みの促進 社会福祉課

福祉サービス事業所の受入体制の充実 社会福祉課

学校や関係機関との連携による就労支援の実施 社会福祉課
教育振興課

福祉サービスや地域生活支援事業の利用推進 社会福祉課

スポーツやレクリエーションへの参加促進 社会福祉課

地域ボランティアの育成や団体支援の促進 社会福祉課
 (社会福祉協議会)

差別的取扱いの禁止や合理的配慮の推進 社会福祉課

保健、医療、障がい福祉、保育、教育機関等の連携
強化

社会福祉課
健康増進課
子ども福祉課
教育振興課

⑥地域で支え合う体制づく
りの推進

⑤地域生活や余暇を楽しむ
支援・援助

④学校卒業後の進路に対す
る支援

③特別支援教育の推進

②放課後や長期休暇等の居
場所確保

①「気づき」の段階からの
支援の充実

②情報提供、相談体制の推
進

①子どもや家庭への支援

④情報提供、相談体制の推
進

Ⅴ
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と
す
る
子
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と
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の
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援
体
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基本柱 基本施策 施策 取組み内容 担当課 区分

外国籍の子どもへの生活支援充実【再掲】
市民課
子ども福祉課
健康増進課
市民協働課
 (国際交流協会)

アクセスワーカーなど対応職員の配置 教育振興課

外国語による絵本の読み聞かせや朗読会などを企
画・開催 図書館

身近な地域での子どもの居場所づくり（日本語の習
得支援や家庭学習支援の実施）

子ども福祉課
教育振興課
市民協働課
 (市民団体)

●

外国人の子育て支援ができる人材の育成 【再掲】 子ども福祉課
教育振興課
行政管理課

●

外国籍の子どもの保育環境の充実【再掲】
子ども福祉課 ○

外国籍の子どもの教育環境の充実【再掲】 教育振興課 ○

就学前教育・保育施設での多文化理解のための行事
開催【再掲】

子ども福祉課
教育振興課

◎

多様な文化、価値観などを尊重しあう資質の育成
【再掲】 教育振興課 ○

③相談支援体制の強化 外国人市民相談員配置
市民課 ○

①家庭や地域での男女共同
参画意識の形成

固定的役割分担意識を解消するための研修・講座
【再掲】

市民協働課
 (男女共同参画センター)
 (人権擁護委員)
 (小中学校)

②出会いの場創出 市民団体等と関係機関との連携
子ども福祉課

新婚世代への支援　（新婚夫婦への家賃補助事業） 建築住宅課

住宅取得への支援 建築住宅課

相談体制の充実 教育振興課
社会福祉課
産業政策課
健康増進課

学校や家庭・地域・関係機関との連携体制の強化
【再掲】

教育振興課
社会福祉課

不妊に悩む家庭への情報提供、相談支援 健康増進課
市民課

特定不妊治療費助成等による経済的支援の充実 健康増進課

子育て世代包括支援センターの機能の充実 健康増進課
子ども福祉課

個々の家庭に応じた情報提供 健康増進課
子ども福祉課

妊婦健康診査の積極的な受診勧奨と事後指導の充実 健康増進課

母子健康手帳発行時の面接相談体制の継続 健康増進課

特定妊婦・ハイリスク妊婦に対する医療機関等の連
携強化 健康増進課

産前・産後サポート体制の充実 健康増進課

乳幼児健康診査の実施と疾病の早期発見・療育等へ
の相談支援

健康増進課
子ども福祉課

新生児訪問指導等全ての乳児への訪問活動を通じ
た、育児不安の解消 健康増進課

乳児の健康相談や地域における赤ちゃん教室での育
児への支援と親同士の交流を通した親子のふれあい
の充実

健康増進課

疾患をかかえる子どもに関する医療機関の連携と相
談体制の充実 健康増進課

④支援を必要とする若者へ
の家庭支援

③若い世代の定住化の推進

1
　
若
い
世
代
が
社
会
的
に
自
立
し
、

家
庭
を
持
つ
た
め
の
支
援
の
充
実

2
　
安
心
し
て
妊
娠
・
出
産

で
き
る
環
境
づ
く
り

①妊娠期からの切れ目ない
支援体制の推進

①親子の健康づくりの推進

6
　
外
国
籍
の
子
ど
も
や
家
庭
へ
の
総
合
的
な
支
援
体
制
の
充
実
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進



基本柱 基本施策 施策 取組み内容 担当課 区分

食生活、薬物、飲酒、喫煙防止教育の充実 教育振興課
健康増進課

家庭や学校、教育、保育施設等における健康な生活
習慣（食事や運動等）の正しい知識の普及

教育振興課
健康増進課
子ども福祉課

情報端末等との上手な付き合い方の指導【再掲】 子ども福祉課
教育振興課
生涯学習課

乳児の健康相談や地域における赤ちゃん教室での育
児への支援と親同士の交流を通した親子のふれあい
の充実【再掲】

健康増進課

園や地域での親子のふれあい活動の実施 教育振興課
子ども福祉課

絵本等を通した親子のふれあいの推進（ブックス
タート）

子ども福祉課
健康増進課
図書館

③親子の愛着形成の推進

②健康な生活習慣づくりの
推進

3
　
子
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み
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子ども・子育て支援事業計画

（第２期）

第５章

４ 実現に向けた分野別役割 

基本柱に分け様々な取組みを行っていく上で、これらを実現するためには、関係者が課題を共

有し、子どもの立場に立ち、それぞれの役割を果たしながら、協働して実施する必要があります。 

 

（１） 家庭の役割 

家庭は、子どもの人間形成や基本的な生活習慣を養う基本的な場であると共に、親は次代を

担う子どもを育んでいく第一義的責任を負っており、その役割は重大です。 

   親は、子どもを養育する主体者である自覚を持ち、助け合いながら、子どもの健やかな成長を

見守っていきます。 

 

（２） 学校及び児童福祉施設等の役割 

   保育所、認定こども園、幼稚園、学校、児童館等は、子どもの学びや育ちの場として重要な役

割を持っています。その専門的知識や技術を活用し、地域における学びや子育て支援の拠点と

しての役割を展開していきます。 

 

（３）  事業所の役割 

   少子化が進む中、働く人が仕事と子育てを両立させつつ、その能力や経験を活かすことがで

きるようワーク・ライフ・バランスを実現できる職場環境の整備に努めます。 

 

（４）  市民及び地域自治組織等の役割 

市民や地域自治組織等は、子育てを地域全体で担わなければならないことを相互に共有し、

個人やそれぞれの団体が持つ特性、専門的機能や技術を発揮して市民の子育てを応援する役

割を積極的に果たすよう努めます。 

 

（５）  市の役割 

国、県との緊密な連携のもとに、全ての子どもが健やかに生まれ育つ環境の整備と子どもの

自立を実現するため、サービスの質の確保や人材のスキルアップを図るとともに、家庭、学校、

保育所、認定こども園、幼稚園、地域自治組織や市民活動組織、事業所、市民等のコーディネ

ーターとして、各施策を総合的・計画的に展開していきます。 



子ども・子育て支援事業計画

（第２期）

第５章



１ 教育・保育の提供区域の設定 

越前市では、保護者や子どもが居宅より容易に移動することができ、質の高い教育・保育及び子

育て支援の提供を受けることができるよう、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、現

在の教育保育の利用状況、教育・保育及び子育て支援を提供するための施設の整備状況、幼児期の

教育と小学校教育との連携・接続などを総合的に勘案して、地域社会の重要な構成単位となる中学

校区を基礎としつつ地域子育て支援拠点事業を考慮した４つの区域を設定しています。 

なお、区域は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を通じて共通の区域として設定しま

すが、地域子ども・子育て支援事業において、独自の区域設定が必要なものについては、その事業

ごとに設定します。 

 

 
地区名 

教育・保育施設数 人口（単位：人） 

保育所 幼稚園 認定こども園 放課後児童クラブ ０～５歳 ６～１１歳 

エリア１ 東 西 吉野 大虫 白山 4 5 5 9 1,427 1,398 

エリア２ 南 神山 坂口 王子保  4 3 1 6 870 1,056 

エリア３ 国高 北日野 味真野 北新庄  2 1 4 8 1,172 1,327 

エリア４ 粟田部 岡本 南中山 服間  0 0 4 4 434 546 

計 10 9 14 27 3,903 4,327 

Ｈ31.4.1 現在 



２ 教育・保育のための環境整備 

 人間形成の基礎を培う乳幼児期・学童期は、子どもの成長に大きな影響を及ぼす大

切な時期であることから、教育・保育環境を整備することが重要です。 

 今後さらに高まりが予測される教育・保育ニーズへの対応、近年増加している外国

籍児童への対応、医療的ケアを要する子ども、障がいのある子ども、発達の気になる

子どもへの対応、また待機児童の解消への対応など幅広い受け皿が求められています。 

就学前教育・保育施設、学校施設、放課後児童クラブなどの施設の整備については、

市公共施設等総合管理計画との整合性を図りながら、３つの基本方針を定め、教育・

保育のための環境づくりに取り組みます。 

 

 

基本方針１ 一貫性のある教育・保育や個別支援の充実 

一人ひとりの子どもが、その子に応じた教育・保育や支援を受けられるよう、全て

の地区で、小学校と就学前教育・保育との連携を深めます。 

 

【取組み内容】 

●教育・保育の質の向上を図るため、県幼児教育支援センターや地元大学等との連

携を深めていきます。 

●福井県の幼児教育から小学校教育への接続カリキュラムに基づき、保育所・認定

こども園・幼稚園と小学校が、公私校種の枠を越え、子どもの育ちの連続性を大

切に考え、滑らかにつながる取組みを行っていきます。 

●障がいがある子どもや発達に気がかりさがある子どもについては、市（児童発達

支援センター、地区担当保健師等）や県の関係機関等と協力しながら、保育士等

の専門性の向上を図り、その子どもに応じた支援に取り組んでいくとともに、幼

児期から学童期へ切れ目のない支援を推進していきます。 

●増加傾向にある外国籍の子どもに対応するため、外国籍児童対応スタッフを集約

配置し、更に質の高い保育を目指すとともに、外国人家庭への支援に取り組みま

す。 

 



基本方針２ 就学前教育・保育施設の適正配置 

教育・保育の一体的な提供の推進においては、子どもの育ちの観点を大切に考え、

子どもが健やかに成長するため、教育・保育機能の充実と施設整備を一体的にとらえ

た環境の整備が重要です。 

令和元年度の状況をみると、公立の保育所及び認定こども園では、定員に対し、年

間充足率が７９．５％と受入余地はあるものの、保育士の不足により受入れができな

い状況にあるため、保育士の新規採用によって充足率の改善を図り、待機児童の解消

又は発生抑制につなげる必要があります。 

一方、私立の保育所及び認定こども園では、年間充足率１０６．６％と定員を超え

ており、新たな保育需要への対応と待機児童の解消又は発生抑制のためには、新改築

による定員増が求められています。 

このようなことから、中長期的に需要量の見通しをたて、公私立園の均衡に配慮し

計画的な整備を行うことが必要です。子どもたちに質の高い教育・保育の提供を行う

とともに、保護者や地域の子育て力の向上にむけた支援をするため、就学前教育・保

育施設の適正な配置及び運営の推進を図ります。 

確保の内容を基準とし、地域にある現在の保育所、認定こども園、幼稚園の今後の

教育・保育の需要を見込み、引き続き、一定集団を確保した施設の見直しを行います。 

 

【取組み内容】 

●公立の保育所及び認定こども園について、適正な保育士数を確保し、待機児童の

解消に取り組みます。 

●市公共施設等総合管理計画との整合性を図りながら、市全体の就学前教育・保育

施設の適正配置を検討していきます。 

また、適正配置の検討に当たっては、地域の実情を踏まえ、幼児教育と保育を総

合的に提供する認定こども園の整備を図り、幼保一体化を推進します。 

 



基本方針３ 親や地域子育て力の向上 

 保護者や地域での子育て力が高まるよう、身近な地域で様々な子育てに関する相談

ができる場所を設けるなど、切れ目のない子育て支援を強化し、地域に開かれた子育

て支援の機能の充実を図ります。 

 

【取組み内容】 

●地域における子育て支援を行う機能を備える認定こども園の普及を図り、身近な

場所での子育て支援に取り組みます。 

●地域子育て支援拠点事業と一体化して、利用者支援事業を開設し、子育て家庭支

援の機能強化を推進していきます。 

●市児童発達支援センターは、障がい児支援に関する専門的知識や経験に基づいて、

一般的な子育て支援をバックアップする機関として、地域支援体制づくりに取り

組みます。 

 

絵　かこさとし「からすのパンやさん」（偕成社）より



３ 計画期間の量の見込みと確保対策 

（１）教育・保育  

 教育・保育の利用状況及びニーズ調査等により把握する利用希望を踏まえ、教育・保

育提供区域ごとに均衡の取れた教育・保育の提供が行えるよう、小学校就学前子ども数

の推移、地域の実情を考慮し、下記の認定区分ごとに必要利用量を見込みます。 

 

■3 つの認定区分 

 

 

 

 

 

 

 

【量の見込みの考え方】 

 ３～５歳の子どもについては、教育・保育の現状の実施率は、ほぼ１００％であるこ

とから、全ての子どもを量の見込みの対象者として考えます。また、現状とニーズ調査

の乖離はほとんどないものと考え、1号認定を２０％、２号認定を８０％とします。 

 また、３歳未満の子どもについては、ニーズ調査と現状の乖離（かいり）等を考慮し、

保育利用率を以下のように考えます。 

 

 Ｒ1 年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 Ｒ6年度 

年 齢 ０歳 1･2 歳 ０歳 1･2 歳 ０歳 1･2 歳 ０歳 1･2 歳 ０歳 1･2 歳 ０歳 1･2 歳 

保 育 
利用率 

53.0% 78.0% 53.0% 78.0% 53.0% 78.0% 53.0% 78.0% 53.0% 78.0% 53.0% 78.0% 

【１号認定】教育標準時間認定 利用できる施設：幼稚園･認定こども園 
 子どもが満３歳以上で、幼稚園等で教育を希望する場合 

【２号認定】満 3 歳以上・保育認定 利用できる施設：保育所･認定こども園 
 子どもが満３歳以上で、『保育の必要な事由』に該当し、保育所等で保育を希望する場合 

【３号認定】満 3 歳未満・保育認定 利用できる施設：保育所･認定こども園 
 子どもが満３歳未満で、『保育の必要な事由』に該当し、保育所等で保育を希望する場合 
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（２）地域子ども・子育て支援事業 

 子ども・子育て支援法で定められた地域子ども・子育て支援事業を中心とした次の

事業について、今後の利用の量の見込みを行い、事業に取り組みます。 

 なお、①利用者支援事業（基本型、母子保健型）は、平成２７年度より母子保健型

のみ実施していました。今回、新たに基本型を実施するにあたり、対象事業に追加し

ました。 

また、⑫放課後子ども教室については、平成２８年度より前計画に追加された事業

です。 

 

 

①利用者支援事業（基本型、母子保健型） 

②地域子育て支援拠点事業 

③妊婦健康診査 

④乳児家庭全戸訪問事業 

⑤養育支援訪問事業及び子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

⑥子育て短期支援事業（ショートステイ事業、トワイライトステイ事業） 

⑦一時預かり事業（幼稚園・こども園・保育所、すみずみ子育てサポート事業） 

⑧延長保育事業 

⑨休日保育事業 

⑩病児・病後児保育事業 

⑪放課後児童クラブ 

⑫放課後子ども教室 

 



① 利用者支援事業（区域：全域） 

■ 事業内容 

子育て中の家庭の身近な場所において、利用者支援専門員を配置し、教育・保育・

保健や地域の子育て支援事業などの情報提供や、必要に応じ相談・助言を行うととも

に、関係機関との連絡調整等を行います。 

 

■ 現在の実施状況・課題 

平成２７年度より、母子保健型について実施しています。子ども・子育て総合相談

窓口において保健師等を配置し、相談体制の充実を図っています。近年、若年妊娠を

はじめとする気がかりな特定妊婦の増加に伴い、包括的な支援を行うことができるよ

う、医療機関や母子保健、子育て支援を行う関係機関とのネットワークの整備が重要

となっています。 

 

■ 今後の方向性・目標事業量 

令和元年度のてんぐちゃん広場の開設に合わせ、同施設の子育て支援拠点において、

基本型の実施を新たに予定しています。利用者支援専門員を中心に情報集約を行いな

がら、各種子育て支援サービス機関と連携し、家庭の希望や状況に応じた的確な情報

提供やきめ細かな相談対応の充実を図ります。 

また、母子保健型については、増加する特定妊婦が安心安全に出産育児を行えるよ

う、医療機関や母子保健、子育て支援を行う関係機関とのネットワークの整備を進め

ます。 

 

○目標事業量 

        

※基本型は、子どもとその保護者等が教育保育施設や地域子育て支援事業等を円滑に利用

できるよう、身近な場所で当事者目線の寄り添い型の支援を行う事業。 

 

 

 

 

（基本型） 

利用者支援事業 
R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 

確保の内容 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 



 

※母子保健型は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み

等に円滑に対応するため、保健センター等において、保健師等が専門的な見地から相談

支援等を実施し、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を行う事業。 

（母子保健型） 

利用者支援事業 
R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 

確保の内容 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 



② 地域子育て支援拠点事業(区域：４地区) 

■ 事業内容 

 乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、

情報提供、助言その他の援助を行います。 

 

■ 現在の実施状況・課題 

子どもセンター「ピノキオ」、地域子育て支援センター「フォルマシオーン」・「いま

だて」「一陽」の４か所において、子育て広場、交流活動、子育て相談、子育て講座、

ボランティア育成支援などを行っています。「ピノキオ」は、土・日・祝日も開設して

おり、多くの方が家族ぐるみで利用しています。 

一方、支援センターに来られない人や初めて利用する人への対応が課題となってい

ます。支援センターについての情報発信や利用につながるような工夫、職員の質の向

上等が求められていると考えられます。 

 

■ 今後の方向性・目標事業量 

現在市内４か所で実施していますが、各支援センターでの利用状況にバラつきがあ

ります。支援センターは、親子で過ごせる身近な居場所であり、子育て相談等を気軽

にできる場所としての役割も期待されます。 

だるまちゃん広場やてんぐちゃん広場の整備により、親子で出かけられる場所が増

え、今まで以上に利用する場所を選択することができるようになります。今後、各支

援センターの特性を磨き、気軽に利用してもらえる工夫等が求められます。 

 

○目標事業量 

                       単位：延人数 

エリア１ R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 22,000 23,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

確保の内容 
（実施箇所） 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 

 

 

 

 

 

単位：延人数



               単位：延人数 

エリア２ R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

確保の内容 
（実施箇所） 1 箇所 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所 １箇所 

 

単位：延人数 

エリア３ R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

確保の内容 
（実施箇所） 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 

 

単位：延人数 

エリア４ R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

確保の内容 
（実施箇所） 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 

 

 

 

単位：延人数

単位：延人数

単位：延人数



③ 妊婦健康診査（区域：全域） 

■ 事業内容 

妊婦と胎児の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する定期健康診査として、

母児の健康状態の把握、検査計測、保健指導を実施するとともに妊娠期間中の適時に

必要に応じた医学的検査を実施します。 

 

■ 現在の実施状況・課題 

妊婦の健康や胎児の成長を確認するために、定期的に健康診査を受けるよう推進し

ています。 

標準的な１４回の妊婦健康診査及び妊娠初期血液検査や子宮頸がん検診、性器クラ

ミジア検査なども公費助成を行っています。 

 

■ 今後の方向性・目標事業量 

妊娠届出を早期に行うよう促し、妊娠週数に応じた受診の勧奨を行うとともに、妊

婦への早産予防等の保健指導や啓発を行っていきます。 

受診回数の実績は、概ね１１回台で推移するものと思われます。 

 

○目標事業量  ( )は一人当たりの医療機関受診回数 

          単位：人 

母子手帳 

交付者数 
R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 
620 

(11.6 回) 

610 

(11.7 回) 

600 

(11.7 回) 

590 

(11.8 回) 

580 

(11.8 回) 

580 

(11.8 回) 

確保の内容 
620  

(14 回) 

610 

(14 回) 

600 

(14 回) 

590 

(14 回) 

580 

(14 回) 

580 

(14 回) 

 

 

 

単位：人



④ 乳児家庭全戸訪問事業（区域：全域） 

■ 事業内容 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や

養育環境との把握を行います。 

 

■ 現在の実施状況・課題 

乳児のいる家庭を保健師や助産師等が訪問し、保健指導や相談を中心に、子育て支

援に関する情報提供や養育環境の把握等も行っています。 

なお、入院中や連絡がとれず訪問できなかった家庭は、５か月児セミナーや乳児健

診等において健康状況を把握しています。  

また、養育支援の必要な家庭については、妊娠届時の面接により早期発見し、関係

機関と連携し、妊娠・出産・子育て期にわたる切れ目ない支援を行っています。 

 

■ 今後の方向性・目標事業量 

乳児家庭への訪問率は、毎年全数把握に近づけるよう努めます。 

訪問できなかった家庭については、セミナー・育児相談会及び電話等で保護者との

面接に努めます。また、１か月・４か月健診結果等で全員の健康状態の把握を行って

いきます。 

さらに、要保護児童対策として、支援の必要な家庭の早期発見・早期支援を関係機

関とこれまで以上に連携し推進していきます。 

 

○目標事業量  訪問実施件数／乳児の数 (訪問率)       

単位：実人数 

訪問実施件数 R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 
621／640 

(97%) 

614／630 

(97.5％) 

608／620 

(98%) 

601／610 

(98.5%) 

594／600 

(99%) 

594／600 

(99%) 

 

単位：実人数



⑤養育支援訪問事業、子どもを守る地域ネットワー

ク機能強化事業[その他要保護児童等の支援に資す

る事業]（区域：全域） 

■ 事業内容 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言

等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保します。 

要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図るた

め、調整機関職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性強化と、ネットワーク

機関間の連携強化を図る取組みを実施します。 

 

■ 現在の実施状況・課題 

市内の相談機関としては、日常的、継続的に利用できる保育所・認定こども園・幼

稚園、児童館、地域子育て支援センター等があります。地域で解決可能なケースにつ

いては地域で対応し、それらの機関だけでは解決できないような課題がある場合には、

子ども・子育て総合相談室が調整機関として、関係機関と連携し、早急な支援、対応

を行っています。 

また、養育支援が必要なケースについては家庭訪問し、指導・助言を実施していま

す。さらに、必要に応じて関係機関との個別ケース会議の開催や児童相談アドバイザ

ーから助言、指導を受け、支援方法を検討しています。 

なお、要保護、要支援児童の早期発見、早期対応及びその家庭への支援等について

は要保護児童対策地域協議会を設置し、関係機関の連携強化や個別ケース会議にて情

報共有、援助方針等を検討し、支援を行っています。 

現在、相談件数の増加やケースの多様化・重篤化により、妊娠期からの切れ目ない支

援体制の更なる強化と充実が求められています。 

 

■ 今後の方向性・目標事業量 

今後も、子どもや家庭への適切な支援が行われるよう、子ども・子育て総合相談室

が調整機関となり、要保護児童対策地域協議会において、関係機関との連携を図りな

がら対応していきます。 

また、子育て世代包括支援センターや子ども家庭総合支援拠点等の機能の充実を図

っていきます。 

 

 



○目標事業量 

 単位：件 

養育支援の必要な

家庭への訪問指導

件数（延件数） 

R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 220 220 240 240 240 240 

確保の内容 220 220 240 240 240 240 

  

○目標事業量 

 単位：件 

要保護児童対策地

域協議会における

新規相談件数 

（実件数） 

R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 140 150 160 160 160 160 

確保の内容 140 150 160 160 160 160 

 

 

 

 

 



⑥子育て短期支援事業（区域：全域） 

■ 事業内容 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となっ

た子どもを、児童養護施設等で預かり、一時的に養育する事業です。 

 

■ 現在の実施状況・課題 

ショートステイ事業は原則７日間以内（宿泊可）、トワイライトステイ事業は午後５

時から９時ごろまで、原則として２歳以上の児童は、児童養護施設一陽、３歳未満の

児童は福井県済生会乳児院に委託し実施しています。 

 

■ 今後の方向性・目標事業量 

他のサービスとの調整を図り、相談に応じた中で、家族間の調整しながら対応して

いきます。実施事業所については、事業を実施している事業所が特定されるため、現

状の２ヶ所での実施を確保することとします。 

 

○目標事業量 

 単位：延人数 

ショートステイ

事業 
R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 50 50 50 50 50 50 

確保の内容 50 50 50 50 50 50 

 

○目標事業量 

 単位：延人数 

トワイライト 

ステイ事業 
R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 5 5 5 5 5 5 

確保の内容 10 10 10 10 10 10 

 



⑦－１ 一時預かり事業（区域：全域） 

■ 事業内容 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、保育所・

認定こども園・幼稚園において、その開所時間中に一時的に子どもを預かります。 

また、幼稚園等では、１号認定の子どもについて、教育時間以降や夏休み等の長期

休業中の預かり保育を行います。 

 

■ 現在の実施状況・課題 

私立幼稚園や市内全ての保育所・認定こども園で実施しています。しかし、保育士

等の確保が難しく、受入れができない場合があります。 

 

■ 今後の方向性・目標事業量 

幼児教育・保育の無償化に伴い、１号認定児童の私立幼稚園・認定こども園におけ

る預かり保育については、今後さらに受け入れ体制を整える必要があります。 

また、安心して家庭で保育ができるように、保育所・認定こども園での一時預かり

については、適正な利用を促すとともに、受入体制を確保していきます。 

 

○目標事業量 

                        単位：延人数 

幼稚園・認定こども園

幼稚部の預かり保育 
R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 500 500 500 500 500 500 

確保の内容 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 

 

○目標事業量 

                        単位：延人数 

認定こども園・保育所

での一時預かり（１号

預かり保育を除く） 

R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

確保の内容 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

 

単位：延人数

単位：延人数



⑦－２ 一時預かり事業[すみずみ子育てサポート

事業]（区域：全域） 

■ 事業内容 

就職活動や疾病、事故その他のやむを得ない事由により家庭での保育が困難な時に、

子育て家庭と妊婦家庭（初産）に対し、一時預かりや保育所・認定こども園・幼稚園

等への送迎、家事援助のサービスを提供します。 

 

■ 現在の実施状況・課題 

市内の３事業所で一時預かりを実施しています。 

 

■ 今後の方向性・目標事業量 

家庭で保育を行う中で支援を必要とした場合に加え、近年の待機児童の発生に伴う

入所が困難な子どもの受け皿にもなっていることから、今後も継続してサービスを提

供していきます。 

 

○目標事業量   

                       単位：延人数 

すみずみ一時預かり 

利用者 

（送迎・家事援助含む） 

R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

量の見込み 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

確保の内容 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

 

  

単位：延人数



⑧ 延長保育事業（区域：４エリア） 

■ 事業内容 

保育認定を受けた子どもについて、保育所・認定こども園で、通常の利用時間を超

えた時間に保育を実施します。 

 

■ 現在の実施状況・課題 

市内全ての保育所・認定こども園で延長保育を実施しています。今後も、保護者の

就労形態に沿うように、全ての園で継続して実施していきます。 

 

■ 今後の方向性・目標事業量 

保護者の就労形態が多様化する中、市内の全園で継続してサービスの提供に努めま

す。 

 

○目標事業量  

                       単位：延人数 

エリア１ Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

量の見込み 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

確保の内容 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

     

                       単位：延人数 

エリア２ Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

量の見込み 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

確保の内容 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

                  単位：延人数 

エリア３ Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

量の見込み 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 

確保の内容 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 

単位：延人数

単位：延人数

単位：延人数



        

 単位：延人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリア４ Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

量の見込み 500 500 500 500 500 500 

確保の内容 500 500 500 500 500 500 

単位：延人数



⑨ 休日保育事業（区域：全域） 

■ 事業内容 

保育認定を受けた子どもで、日曜・祝日に保護者が常態的に就労している子どもに

ついて、日曜・祝日に保育を実施します。 

 

■ 現在の実施状況・課題 

越前市内の１施設で実施しています。実施施設が今立地区にあり、住所や通勤経路

から利用しにくい場合があります。 

 

■ 今後の方向性・目標事業量 

多様化する保護者の就労形態に対応するため、市内での休日保育の実施を確保して

いきます。 

 

○目標事業量 

                        単位：延人数 

休日保育事業 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

量の見込み 40 40 40 40 40 40 

確保の内容 72 72 72 72 72 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：延人数



⑩ 病児・病後児保育事業（区域：全域） 

■ 事業内容 

病児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が

一時的に保育等を行います。 

 

■ 現在の実施状況・課題 

市内では、病児・病後児保育施設「ままのて」にて、また、鯖江市、福井市、敦賀

市、越前町等の市外の施設において実施しています。子どもが病気又は病気回復期に

保護者が仕事などの理由で看護できない時、概ね生後２か月から小学６年生以下の児

童を預かっています。 

 感染症が流行する時期においては、特に二次感染のおそれがあるため、受入体制に

ついての課題があります。 

 

■ 今後の方向性・目標事業量 

それぞれの家庭の状況に応じて、利用しやすい施設でサービスを受けられるよう、

市内施設及び他市町と連携しながら受入体制を調整していきます。 

また、子どもに視点をおいた保育サービスに取り組みます。 

 

○目標事業量 

                   単位：延人数  

病児・病後児 

保育事業 
Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

量の見込み 760 760 770 770 770 770 

確保の内容 760 760 770 770 770 770 

単位：延人数



⑪ 放課後児童クラブ（区域：１７地区） 

■ 事業内容 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、

授業の終了後や休業日に児童館や小学校の余裕教室等を利用して適切な遊び及

び生活の場を与えることで、児童の健全育成を図ります。 

 

■ 現在の実施状況・課題 

保育所、認定こども園、児童館など市内２７箇所で児童クラブを開設し、低

学年の児童を中心に預かっています。                                           

 近年の女性就業率の増加、共働き家庭及び核家族化により、利用児童の増加

が見込まれています。 

 

■ 今後の方向性・目標事業量 

全ての児童が放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことが

できるよう、放課後子ども教室等とも連携し、適正なサービスの提供に努めま

す。今後の計画の中で確保量を超える見込みがあり定員枠の不足が予想される

地区については、児童クラブの増設等により定員枠を確保します。 

 

 

○目標事業量  ※①の()：高学年の内数 

※②の確保量：平成３１年４月１日時点で確定している定員 

 単位：実人数 

市全域 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

①量の見込み 830（70） 967（64） 1,063（65） 1,093（64） 1,081（87） 1,072（92） 

②確保の内容 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 

過不足数②－① 237 100 4 △26 △14 △5 

    

 

 

 

単位：実人数



東 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

①量の見込み 38（3） 43（4） 58（4） 60（3） 61（4） 67（6） 

②確保の内容 45 45 45 45 45 45 

過不足数②－① 7 2 △13 △15 △16 △22 

       

西 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

①量の見込み 45（7） 71（5） 94（4） 107（3） 111（8） 114（9） 

②確保の内容 86 86 86 86 86 86 

過不足数②－① 41 15 △8 △21 △25 △28 

    

南 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

①量の見込み 108（3） 134（6） 140（8） 139（10） 130（12） 130（11） 

②確保の内容 125 125 125 125 125 125 

過不足数②－① 17 △9 △15 △14 △5 △5 

    

神山 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

①量の見込み 43（6） 40（2） 41（3） 41（4） 38（3） 36（4） 

②確保の内容 45 45 45 45 45 45 

過不足数②－① 2 5 4 4 7 9 

    

吉野 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

①量の見込み 75（1） 105（6） 133（6） 141（6） 144（11） 138（13） 

②確保の内容 85 85 85 85 85 85 

過不足数②－① 10 △20 △48 △56 △59 △53 



 

大虫 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

①量の見込み 75（3） 81（6） 80（7） 74（6） 75（6） 68（7） 

②確保の内容 100 100 100 100 100 100 

過不足数②－① 25 19 20 26 25 32 

 

坂口 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

①量の見込み 14（5） 10（1） 8（1） 6（0） 6（1） 7（0） 

②確保の内容 12 12 12 12 12 12 

過不足数②－① △2 2 4 6 6 5 

  

王子保 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

①量の見込み 67（9） 71（5） 71（4） 70（6） 63（7） 58（5） 

②確保の内容 73 73 73 73 73 73 

過不足数②－① 6 2 2 3 10 15 

 

北新庄 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

①量の見込み 30（1） 38（2） 41（3） 36（2） 34（3） 28（4） 

②確保の内容 45 45 45 45 45 45 

過不足数②－① 15 7 4 9 11 17 

国高 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

①量の見込み 124（5） 154（8） 166（9） 179（11） 181（15） 184（13） 

②確保の内容 130 130 130 130 130 130 

過不足数②－① 6 △24 △36 △49 △51 △54 





南中山 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

①量の見込み 27（7） 27（3） 25（2） 29（1） 29（2） 28（2） 

②確保の内容 34 34 34 34 34 34 

過不足数②－① 7 7 9 5 5 6 

 

服間 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

①量の見込み 24（4） 20（2） 18（2） 16（1） 16（1） 16（1） 

②確保の内容 24 24 24 24 24 24 

過不足数②－① 0 4 6 8 8 8 



⑫ 放課後子ども教室（区域：１７地区） 

■ 事業内容 

放課後の子どもの安全・安心な活動拠点場所（居場所）を設け、地域住民の

参画により、勉強、スポーツ、文化活動及び地域住民との交流活動を支援しま

す。 

 

■ 現在の実施状況・課題 

放課後子ども教室は、市内１７地区で行われています。地区により様々な学

習・体験内容が盛り込まれており、主に公民館等で実施しています。 

スポーツ少年団や習いごとに参加する子どもが多く、放課後子ども教室の参

加者が少ないこと、子ども教室の指導ボランティアが確保しにくいことが課題

となっています。 

 

■ 今後の方向性・目標事業量 

全ての子どもが安全に放課後の時間を過ごせる場所として、放課後子ども教

室を継続していきます。また、放課後児童クラブとの連携・一体型事業の支援

を充実させます。 

 

 

○目標事業量   ※１回当たりの参加人数 

 単位：実人数 

東 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

量の見込み 10 10 10 10 9 9 

  

西 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

量の見込み 13 13 13 12 12 12 

  

南 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

量の見込み 17 17 16 16 16 16 

単位：実人数



神山 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

量の見込み 10 10 10 10 9 9 

 

 

 

 

 

 

 

吉野 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

量の見込み 11 11 11 10 10 10 

国高 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

量の見込み 12 12 12 11 11 11 

大虫 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

量の見込み 10 10 10 10 9 9 

坂口 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

量の見込み 14 14 14 13 13 13 

王子保 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

量の見込み 17 17 16 16 16 16 

北日野 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

量の見込み 8 10 10 10 9 9 

北新庄 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

量の見込み 18 18 17 17 17 17 
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味真野 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

量の見込み 18 18 17 17 17 17 

白山 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

量の見込み 21 21 20 20 20 19 

花筐 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

量の見込み 10 10 10 10 9 9 

岡本 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

量の見込み 17 17 16 16 16 16 

南中山 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

量の見込み 13 13 13 12 12 12 

服間 Ｒ1 年度 Ｒ2 年度 Ｒ3 年度 Ｒ4 年度 Ｒ5 年度 Ｒ6 年度 

量の見込み 10 10 10 10 9 9 
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第６章 計画の推進 

次の項目を基本に、市民が参画できる体制により、本計画を推進していきます。 

 

（１） 本計画は、国や県、近隣市町との連携はもちろん、各関係機関及び市民の参画

を図り、行政の持つ様々なノウハウを市民団体等と共有し、協働による総合的な

施策の実現を推進していきます。 

 

（２） 本計画の実現に向けて、子ども、家庭の要望や地域環境の変化に応じて適宜見

直しを図る必要があります。 

    このため、事業が効果的に実施されるよう、子ども・子育て会議において、年

度ごとに計画の実施状況を点検し、評価します。 

    また、評価に伴い、施策の充実や見直しを行い、関係課と連携して事業が効果

的に実施されるよう配慮します。 

 

（３） 本計画は、市民をはじめ地域や関係団体など社会全体が連携して、子どもの育

ちや家庭に理解と関心を持ち、支援をしていこうとするものです。 

このため、計画の内容を広く市民に理解してもらうために、市の広報やホーム

ページをはじめ、あらゆる機会をとらえて、計画の周知を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    絵 かこさとし 「からすのパンやさん」（偕成社）より 
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越前市子ども条例 

平成２４年３月２３日 

条例第８号 

目次 

前文 

第１章 総則(第１条・第２条) 

第２章 基本理念(第３条) 

第３章 協働及び役割(第４条―第１１条) 

第４章 私たちの取組(第１２条―第１９条) 

第５章 条例の周知及び計画の策定等(第２０条・第２１条) 

附則 

全ての子どもは、生まれた時から、それぞれが一人の人間としてかけがえのない存在です。 

子どもは、ありのままの自分を素直に認めて受け入れ、自分のすべきことについて自分で

決定し、やがて社会の一員であることを自覚していくことで自立します。自立は、全ての子

どもがその発達段階に応じてそれぞれに達成できるものです。 

子どもは、自立していく中で、個性が認められ、ありのままの自分であることを大切にさ

れたいと願っています。 

私たちは、子どもが生まれた時から持っている人間らしく生きる権利が侵されたり、子ど

もの健やかな成長が妨げられたり、子どもの自立への道が閉ざされたりすることがあっては

ならないことを確信し、子どもの自立に向けた支援に取り組みます。 

子どもは、支援してくれる人たちに感謝し、将来の夢に向かって、一歩ずつ確実に前に進

んでいきます。 

私たちは、越前市のまちづくりの基本理念である協働により子どもの自立につながる取組

を推進し、全ての子どもの自立を実現するために、この条例を制定します。 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この条例は、基本理念及び私たちの取組の基本となる事項を定め、家庭、学校等、

地域自治組織、市民活動組織、児童福祉施設、事業者、市民及び市が協働し、一体となっ

て、私たちの取組を実行し、その結果、将来にわたり全ての子どもの自立を実現すること

を目的とします。 



(定義) 

第２条 この条例において「子ども」とは、市内に住み、勤め、又は通学、通園若しくは通

所をするおおよそ１８歳未満の者をいいます。 

２ この条例において「自立」とは、ありのままの自分を素直に認めて受け入れ、自分のす

べきことについて自分で決定し、社会の一員であることを自覚していくことをいいます。 

３ この条例において「家庭」とは、家族形態に関係なく子どもが生まれ育つ所をいいます。 

４ この条例において「学校等」とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、

特別支援学校、高等専門学校その他これらと同じような教育を行う機関及び保育所をいい

ます。 

５ この条例において「地域自治組織」とは、自治振興会及び町内会をいいます。 

６ この条例において「市民活動組織」とは、市民が住みよいまちづくりを目指し、自主的

に市民のために活動する組織をいいます。 

７ この条例において「児童福祉施設」とは、保育所、児童養護施設、障がい児施設、児童

館その他児童福祉を増進する施設をいいます。 

８ この条例において「事業者」とは、市内において事業又は社会活動を行うものをいいま

す。 

９ この条例において「市民」とは、市内に住み、勤め、通学し、又は通所する者をいいま

す。ただし、子どもを除きます。 

１０ この条例において「私たちの取組」とは、子どもの自立を実現するため家庭、学校等、

地域自治組織、市民活動組織、児童福祉施設、事業者、市民及び市がその課題を共有して

子どもの立場に立ち実施すべき主な取組をいいます。 

第２章 基本理念 

(基本理念) 

第３条 子どもは、日本国憲法の精神に従い定められた児童憲章の理念の下、生まれた時か

ら持っている人間らしく生きる権利を守られます。 

第３章 協働及び役割 

(協働) 

第４条 家庭、学校等、地域自治組織、市民活動組織、児童福祉施設、事業者、市民及び市

は、対等な立場で、将来にわたりこの条例の目的を共有し、私たちの取組を推進します。 

(家庭の役割) 

第５条 家庭は、子どもの人格を形成し、基本的な生活習慣を養う機能を担います。 



２ 家庭は、子どもを育てる最も大切な責任を負います。 

(学校等の役割) 

第６条 学校等は、集団生活を通して確かな学力、豊かな心並びに健康及び体力を基礎とす

る生きる力を育て、また、一人ひとりの子どもが将来の夢を持ち生き生きと活動する場と

しての機能を担うよう努めます。 

２ 学校等は、一人ひとりの個性を尊重し、その子の状況に応じ、心身ともにたくましく生

きる子どもを育てるよう努めます。 

３ 学校等は、子どもの地域の一員としての意識及び実践力を育てるために、地域に開かれ

た学校等として地域の特色を生かした活動を展開するよう努めます。 

(地域自治組織及び市民活動組織の役割) 

第７条 地域自治組織及び市民活動組織は、地域の施設、人材等を十分かつ効果的に活用し、

子どもの居場所づくりを進めるよう努めます。 

２ 地域自治組織及び市民活動組織は、地域の人材を活用し、世代間交流等を図りながら子

どもを育てる活動を展開するよう努めます。 

３ 地域自治組織及び市民活動組織は、地域住民の積極的な参加を促すことにより子どもに

とって安全で安心な環境づくりに努めます。 

(児童福祉施設の役割) 

第８条 児童福祉施設は、地域における子育て支援の拠点施設としての役割を担うよう努め

ます。 

２ 児童福祉施設は、子どもの立場を大切にした多様な福祉サービスを総合的に提供するよ

う努めます。 

(事業者の役割) 

第９条 事業者は、その事業者が雇用している者が子どもとの関わりを深めることができる

よう配慮に努めます。 

２ 事業者は、学校等、地域自治組織、市民活動組織、児童福祉施設、市等が行う子育て支

援に関する活動に協力するよう努めます。 

(市民の役割) 

第１０条 市民は、日常の触れ合いを通じて、子どもが、豊かな人間関係を身に付け、社会

の一員として自覚できるよう努めます。 

２ 市民は、子育てを地域全体で担わなければならない課題として共有し、子どもから信頼

されるよう努めます。 



(市の役割) 

第１１条 市は、この条例の目的を達成するため、家庭、学校等、地域自治組織、市民活動

組織、児童福祉施設、事業者及び市民の協働について調整を図り、私たちの取組を総合的

かつ計画的に推進します。 

第４章 私たちの取組 

(家庭への支援) 

第１２条 家庭への支援に関する私たちの取組は、次のとおりです。 

（１） 個々の家庭の実情に応じた支援を充実します。 

（２） 仕事と子育てとの両立を図る家庭への支援は、子どもの立場に立って充実します。 

(親と子どもの健康増進のための支援) 

第１３条 親と子どもの健康増進のための支援に関する私たちの取組は、次のとおりです。 

（１） 妊産婦及び乳幼児の健康診査体制を充実します。 

（２） 親と子どもの心と身体の健康づくりに関する取組を充実します。 

(援助を必要とする子どもへの支援) 

第１４条 援助を必要とする子どもへの支援に関する私たちの取組は、次のとおりです。 

（１） 児童虐待の早期発見及び早期対応に努めるとともに、虐待を受けた子どもへの支

援を充実します。 

（２） 障がいのある子どもの学校等での生活、仕事及び日常生活に関することを継続的

かつ総合的に支援します。 

（３） ひとり親家庭の生活の安定に関することを継続的かつ総合的に支援します。 

（４） 外国籍の子ども等が充実した学校等での生活を送れるよう継続的かつ総合的に支

援します。 

（５） 不登校又は引きこもりの状態にある子ども及びいじめを受けている子どもについ

て継続的かつ総合的に支援します。 

(子どもに関する相談体制の充実) 

第１５条 子どもに関する相談体制の充実に関する私たちの取組は、次のとおりです。 

（１） 教育及び福祉保健に関する分野相互の連携強化に取り組みます。 

（２） 子どもに関する相談窓口の一元化に取り組みます。 

(子どもの社会参加の促進) 

第１６条 子どもの社会参加の促進に関する私たちの取組は、次のとおりです。 

（１） 子どもの心を豊かにする社会的活動を支援します。 



（２） 私たちの取組を推進するときは、子どもの意見が反映されるよう努めます。 

(教育の充実) 

第１７条 教育の充実に関する私たちの取組は、次のとおりです。 

（１） 子どもの確かな学力、豊かな心、健康及び体力を基礎とする生きる力を育てる教

育を充実します。 

（２） 子どもに対し、将来、心豊かな家庭を築くこと、子どもを育てること等に関する

教育に取り組みます。 

（３） 子ども自身が夢を持って将来の可能性を開くことができるよう、自ら遊びかつ学

ぶことができる教育を推進します。 

(安全で安心な環境づくり) 

第１８条 安全で安心な環境づくりに関する私たちの取組は、次のとおりです。 

（１） 子どもが安心して暮らすことができる環境づくりを推進します。 

（２） 子どもへの虐待、養育放棄、いじめ等を未然に防ぐための対策の強化に努めます。 

(地域における支援) 

第１９条 地域における支援に関する私たちの取組は、次のとおりです。 

（１） 地域の人材を生かした子どもの社会性を育てる仕組みづくりに取り組みます。 

（２） 地域の特性に応じた安全で安心な環境づくりを推進します。 

第５章 条例の周知及び計画の策定等 

(条例の周知) 

第２０条 市は、この条例の理念及び内容を一人でも多くの人に理解してもらい、私たちの

取組が一層推進されるための活動を行います。 

(子どもに関する計画の策定等) 

第２１条 市は、子どもに関する計画を立てるとき及び実施するときは、この条例の理念に

従うとともに、市民の意見が十分に反映されるよう努めます。 

２ 市は、子どもに関する計画を効果的に推進するため、必要に応じてその計画を見直しま

す。 

附 則 

この条例は、平成２４年４月１日から施行します。



計画策定の経過 

 

日 程 行 事 等 内   容 

平成 30 年 6 月 27 日 

 

子ども・子育て会議 委嘱状交付 

計画策定の趣旨、概要説明 

9 月 12 日 

 

庁内ワーキング会議 計画策定の趣旨、概要説明 

改定スケジュールについて 

ニーズ調査（アンケート）（案）項目協議 

9 月 25 日 庁内ワーキング会議 ニーズ調査（アンケート）（案）の内容検討 

9 月 28 日 子ども・子育て会議 市長諮問 

ニーズ調査（アンケート）（案）協議 

平成 31 年 1 月 15 日 庁内ワーキング会議 基本柱、基本施策検討 

基本施策別事業検討 

3 月 13 日 子ども・子育て会議 ニーズ調査（アンケート）結果報告 

基本柱、基本施策検討 

基本施策別事業検討 

3 月 22 日 

 

 

3 月 23 日～ 

庁内ワーキング会議 ニーズ調査（アンケート）結果報告 

基本柱、基本施策検討 

基本施策別事業検討 

基本柱別作業 

4 月 25 日 子ども・子育て会議 事業計画における「教育・保育」量の見込

みについて 

計画（素案）の検討 

令和元年 5月 13 日 子ども・子育て会議 計画（素案）の提示 

6 月 15 日～7月 15 日 パブリック・コメントによる意見募集（意見： 24 人 50 件） 

７月 25 日 庁内ワーキング会議 パブリック・コメントの結果について 

計画（案）について 

7 月 30 日 子ども・子育て会議 パブリック・コメントの結果について 

計画（案）の提示 

8 月 1 日 計画(案)を市長に答申  

 

 

 









 

越前市子ども・子育て会議設置規則 

平成２６年３月２７日 

規則第１０号 

(設置) 

第１条 子ども・子育て支援法(平成２４年法律第６５号)第７７条第１項の規定に基づく

特定教育・保育施設及び地域型保育事業の利用定員、越前市子ども・子育て支援事業計

画及び子ども・子育て支援施策に関する調査審議並びに次世代育成支援対策推進法(平成

１５年法律第１２０号)第８条の規定に基づく市町村行動計画の実施状況に関する調査

審議を行うため、越前市附属機関設置条例(平成２４年越前市条例第２号)第２条の規定

に基づき、越前市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置す

る。 

(組織) 

第２条 子ども・子育て会議は、委員２１人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 学識経験を有する者 

（２） 関係行政機関の職員 

（３） 前２号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

(任期) 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 委員は、再任されることができる。 

(会長) 

第４条 子ども・子育て会議に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。 

(会議) 

第５条 子ども・子育て会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の



決するところによる。 

(報酬) 

第６条 委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平

成１７年越前市条例第４４号)及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例施行規則(平成２４年越前市規則第１３号)の定めるところによる。 

(意見の聴取等) 

第７条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席

させ、その説明又は意見を聴くことができる。 

(庶務) 

第８条 子ども・子育て会議の庶務は、越前市行政組織規則(平成１７年越前市規則第１０

号)別表第５に定める課において処理する。 

(その他) 

第９条 この規則に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、

市長が定める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

(会議招集等の特例) 

２ 会長が互選されるまでの間、会議の招集及び運営は、市長が行う。 

(越前市次世代育成推進協議会設置規則の廃止) 

３ 越前市次世代育成推進協議会設置規則(平成２４年越前市規則第３０号)は、廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



用語の解説 

あ行 

赤ちゃんの駅 ・・・ 誰でも自由におむつ替えや授乳等ができる場所 

アクセスワーカー ・・・ 外国籍児童生徒在籍校に配置し、翻訳や通訳、教育相談

やティームティーチングによる学習支援を行い、教育相談体制、学習支援体制の充

実を図る。また、保護者の悩みや相談に対応し、学校と外国人家庭との連携役を担

う。 

医療的ケア児 ・・・ 日常的に人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管

栄養などの医療的ケアを必要とする子ども 

か行 

企業主導型保育事業 ・・・ 平成２８年度に内閣府が開始した、企業が従業員のた

めに設置する保育施設や地域の企業が共同で設置・利用する保育施設の整備費や運

営費についての企業向けの助成制度 

教育・保育施設 ・・・ 保育所・認定こども園・幼稚園の 3施設に小・中学校を含

めた施設のこと。 

ぐ犯行為 ・・・ 虚言癖、家出、乱暴、性的逸脱等、将来、罪を犯すおそれがある

問題行動 

校内委員会 ・・・ 特別な教育的支援を必要とする子どもの実態把握を行い、保護

者の願いを聞き、関係機関との連携のもと、学校全体でより適切な指導・支援をす

るための組織 

心のパートナー ・・・ 心理学関連領域を学び、幼児・児童の発達に興味を持ち、

適応指導教育や学校へ出かけ、話し相手や遊び相手になることで支援を行う 

子育てサークル ・・・ 地区の公民館などで、主に未就園児の親子活動を行ってい

るサークル 

子育て支援員 ・・・ 国で定めた研修を修了し、保育や子育て支援分野の各事業等

に従事する上での必要な知識や技術等を習得したと認められる人 

子育て世代包括支援センター ・・・ 妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニ

ーズに対して総合的相談支援を提供する拠点 

子ども家庭総合支援拠点 ・・・ 全ての子ども、子育て世帯と妊婦を対象に、子育

ての悩み相談や、虐待の情報収集、児童相談所・医療機関等との連絡調整などを担

う拠点 

子ども・子育て関連３法 ・・・ 「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の

一部改正法」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律」 



子どもの権利条約 ・・・ 平成元年の国連総会で採釈された。世界中の子どもたち

一人ひとりに人間としての権利を認め、子どもたちがそれらの権利を行使できるよ

うに世界の国々が決めた条約。日本は平成６年に批准している 

さ行 

就学前教育・保育施設 ・・・ 保育所・認定こども園・幼稚園の３施設のこと 

ショートステイ事業 ・・・ 児童の保護者が疾病、出産、介護、事故、災害、冠婚

葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加等により養育が一時的に困

難となった家庭の子どもを児童養護施設及び乳児院で、一時的に養育又は保護する

事業 

ジェンダー ・・・ 社会的・文化的に形成された性別 

自治振興会 ・・・ 福祉、環境、安全、防災、文化、スポーツ活動など日常生活に

関連した身近な課題について、自ら考え、自らが解決していくための組織。地区内

の意見や課題を幅広く収集し、事業の検討や地域自治振興（まちづくり）計画の策

定を行い、事業を実施する主体的な役割を担っている組織 

児童家庭支援センター ・・・ 子どもや家庭、地域住民、里親などからの相談に応

じ、必要な助言、指導を行う施設。児童相談所、児童福祉施設など、関係する機関

の連絡調整も行う 

児童発達支援センター ・・・ 児童福祉法に基づく児童福祉施設で、通所利用の子

どもやその家族への発達支援を行い、施設の有する専門機能を活かし、地域の子ど

もへの発達に関する相談を合わせて行うなど地域の中核的な療育支援施設 

スクールソーシャルワーカー ・・・ 子どもと子どもを取り巻く環境に働きかけて、

家庭・学校・地域の橋渡しなどにより、悩みや問題解決に向け支援する   

すみずみ子育てサポート事業 ・・・ 就職活動、疾病、事故その他のやむを得ない

事由により家庭での保育が困難なときに一時的に子どもを預かる事業 

総合型地域スポーツクラブ ・・・ 人々が身近な地域でスポーツに親しむことので

きるスポーツクラブ。子どもから高齢者まで（多世代）、様々なスポーツを愛好す

る人々が（多種目）、それぞれの志向・レベルに合わせて参加できる（多志向）特

徴を持ち、地域住民により自主的・主体的に運営される 

た行 

地域型保育事業 ・・・ 市町村による認可事業。小規模保育（利用定員６人以上１

９人以下）、家庭的保育（利用定員５人以下）、居宅訪問型保育、事業所内保育 

地域子育て支援センター（＝地域子育て支援拠点事業） ・・・ 地域において子育

て親子の交流の促進や子育てについての相談、情報の提供、助言等を行う子育て支

援の拠点 

 



地域生活支援事業 ・・・ 障害者総合支援法に定義づけられた市町村及び都道府県

が行う事業。法律上実施しなければならない事業のほか、市町村や都道府県の判断

により、障がいのある人が自立した日常生活又は社会生活の営むために必要な事業

を実施できる。具体的には相談支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業

などがある 

特定妊婦  ・・・ 収入が不安定、精神疾患がある、望まない妊娠をした場合など、

出産後の子どもの養育について出産前に支援を行うことが特に必要と認められる妊

婦 

トワイライトステイ事業 ・・・ 保護者の仕事が夜間に及び、養育が困難となって

いる家庭の子どもを児童養護施設及び乳児院で、一時的に養育する事業 

な行 

認定こども園 ・・・ 保育所及び幼稚園等における小学校就学前の子どもに対する

保育及び教育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を行う施設であり、

都道府県知事が条例に基づき認定する。親が働いている・いないにかかわらず利用

できる施設 

妊婦健康診査 ・・・ 胎児の成長や母体の健康をチェックする診査 

は行 

病児・病後児保育 ・・・ 子どもが病気又は病気回復期に保護者の仕事の都合、傷

病、事故、出産、冠婚葬祭などの理由で看護できない場合、一時的に子どもを預か

る事業 

福祉推進資金 ・・・ ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進するための貸付制度

修学資金や就職支度資金などがある 

福祉サービス事業所 ・・・ 福祉関係のサービスを提供する事業所 

新・放課後子ども総合プラン ・・・ 地域社会の中で、放課後や週末等に子どもた

ちが安全で安心して、健やかに育まれるよう、「放課後子ども教室」と「放課後児

童クラブ」を一体的または連携して実施する事業 

ま行 

民生委員・児童委員 ・・・ 昭和２３年に制定された民生委員法に基づき、厚生労

働大臣の委嘱を受け、地域で福祉に関する相談・支援の活動をしているボランティ

ア。児童福祉法に基づく児童委員も兼ねている 

や行 

要保護児童対策地域協議会 ・・・ 虐待を受けた子どもをはじめ、支援を必要とす

る子どもの適切な保護を図るための必要な情報の共有を行うと共に、支援の内容に

関する協議を行う協議会 

    



養育費 ・・・ 子どもの生活を守り育てるために必要な日々の費用。子どもが自立

するまで親が負担するものであり、離婚しても負担義務は変わらない。 

幼児教育アドバイザー ・・・ 幼児教育の専門的な知見や豊富な実践経験を有し、

地域の幼児教育施設等を巡回し、教育内容や指導方法、環境の改善等について指導

を行う   



 

「子育て支援に関するニーズ調査」結果                    

 

■ 子育て支援に関するニーズ調査の概要 

１ 調査方法と調査期間 
  ・郵送による配布・回収 
  ・１１月１６日発送～１２月２８日 
 

２ 対象者 
   平成３０年１０月１日現在、越前市に住民登録のある児童の保護者 

対象 日本国籍 外国籍 合計 
就学前児童（０歳～５歳） １，７７０人 ８０人 １，８５０人 
就学児童（小学１年～４年生）   ６２０人 ３０人   ６５０人 

 
≪参考≫ ※前回調査状況（外国籍なし） 
・調査期間 平成２５年１２月１８日～１２月２７日 

対象 
就学前児童（０歳～５歳） １，５００人 
就学児童（小学１年～４年生）   ４６５人 

                             
３ 調査の回収状況 

 
 

 

■ 越前市の子どもや家庭の現状と潜在ニーズ（子育て支援に関するニーズ調査より抜粋） 

（１）対象児童を含めた兄弟数 

小学生について、兄弟数が「３人」と回答した割合が、前回を４．１ポイント上回っている。 

対象 有効回答数（うち外国籍） 回収率 回収率（外国籍） Ｈ２５回収率 
就学前児童 １，２５８人（３９人） ６８．０％ ４８．７％ ４４．７％（６７０人） 
就学児童 ４３５人（１６人） ６６．９％ ５３．７％ ４３．７％（２０３人） 
合  計 １，６９３人（５５人） ６７．７％ ５０．０％ ４４．４％（８７３人） 



 
 

 

（２）子育てで気軽に相談できる相手 

子育てをする上で、気軽に相談できる人が、「いる/ある」と回答している割合は、それぞれ前回を

５．３ポイント、３ポイント上回っている。 

 

 

（３）子育てに関して気軽に相談できる先 

就学前児童、小学生ともに、「祖父母等の親族」と回答した割合がそれぞれ８４．７％、７８．６％

と最も高く、次いで「友人や知人」がそれぞれ、７２．９％、７３．５％となっている。また、就学前

児童については、「保育士」が前回を８．６ポイント上回っている。このことから、保護者と保育所、

認定こども園（保育部）が関わりが大きいことがわかる。 

 



 
 

 

（４）定期的な教育・保育事業の利用 

定期的な教育・保育事業を「利用している」と回答した割合は７８．４％と最も高く、「保育園」、

「認定こども園（保育部）」、「事業所内保育」を合わせると、前回を１０．９ポイント上回っている

ため、保育ニーズが高まっていることがわかる。 

 

 

（５）母の就労状況 

就学前児童、小学生ともに、「フルタイム」「パート・アルバイト」と就労している母親は８割を超

えており、「フルタイム」については、それぞれ前回を４．６ポイント、１３．９ポイント上回ってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

（６）就労していない父母の就労希望 

就学前児童の母親は、「１年より先、一番下の子どもの年齢によるが就労したい」と回答した割合が

４８．２％と最も高く、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」を合わせると、前回を５．３

ポイント上回っている。これにより、母親の社会参画の意識が高まってきていることがわかる。 

 

 

 

（７）母親が就労する場合の末子の年齢 

就学前児童の母親が、「１歳」、「２歳」と回答した割合は、前回を９．５ポイント上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

（８）育児休業から職場復帰時の子どもの年齢 

母親の職場復帰時の子どもの年齢は、「希望」は１歳６箇月以上が４６．５％となっているが、「実

際」は１歳６箇月未満が９０．２％となっている。 

（７）、（８）により低年齢児の保育ニーズが高いことが分かる。 

 

 

（９）３～５歳児の幼児教育・保育が無償化になった場合 

  ３歳以上の子どもについて、「変わらず現在の事業を利用する。」と回答した割合が、８６．２％と

高く、１０月から開始される無償化による影響は、ニーズ調査結果からはほとんど感じられなかった。

しかしながら、幼児教育の無償化が実施され、実際に実感すると影響が出る可能性はあると考えられる。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

（１０）一時預かり等の利用希望について 

  一時預かり事業等を「利用する必要はない」が５２．８％と、「利用したい」を上回っているが、

前回の調査と比較すると、「利用したい」のニーズが１４．１ポイント上回っているため、引き続

き推進していく必要がある。 

 

（１１）子育て支援センターの利用の有無について 

子育て支援センターを「利用していない」は７８．１％と非常に高かったものの、「利用してい

る」、「利用したい」が１９％あり、これを年齢別に分析すると、３歳未満が７３％を占めて

いる。 就学前の子育て家庭に対する相談、育児支援の場として、引き続き推進していく必要が

ある。

 

（１２）病児・病後児保育施設等の利用について 

     病児・病後児保育施設等を「利用したいとは思わない」が６８．６％で、前回を５．５ポイント

上回っている。主な理由については、「他人に看てもらうのは不安」、「親が仕事を休んで対応する」

となっている。 

       



 
 

（１３）低学年の間、放課後の時間を過ごさせたい場所について（５歳児） 

     就学前児童を対象に、小学校高学年になってから放課後の時間を過ごさせたい場所について希望

を聞いたところ、「放課後児童クラブ」が４３．９％と最も高く、前回を１６．３ポイント上回って

いる。今後、低学年のニーズが増えていくことが想定されるため、推進方策を検討していく必要

がある。 

 

 

（１４）放課後の時間を過ごしている場所について（小学１～４年生） 

     小学生が過ごしている場所では、「自宅」が６７．８％と最も高く、次いで習い事が４４．８％

となっている。「放課後児童クラブ」については、前回を０．３ポイント上回っているが、ほとんど

状況は変わっていないことが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

（１５）高学年の間、放課後の時間を過ごさせたい場所について 

就学前児童、小学生ともに「自宅」がそれぞれ６４％、７８．４％と最も高く、次いで「習い事」

がそれぞれ４３．５％、４５．５％となっている。「自宅」については、前回を６．４ポイント、１

０．９ポイント上回っている。 

「放課後児童クラブ」については、就学前児童が、前回より６．５ポイント上回っているが、小学

生は１２．５ポイント下回っている。 

 

 

（１６）越前市が子どもを育てやすい環境であるかについて 

子どもを育てやすい環境であるかについて、就学前児童、小学生ともに「そう思う」と回答した割

合がそれぞれ１８．５％、１４．５％となっており、「まあそう思う」を合わせると、越前市はそれ

ぞれ、６８．７％、６７．６％が満足している結果となった。 

 

 

 

 



 
 

（１７）子育てに関する事業の認知状況について 

「知っている」と回答した割合が高いのは、「保育園や幼稚園の園庭等の開放」が８０．１％、「両

親学級、親子教室、育児相談」が７５．０％となっている。また、「今後利用したい」と回答した割

合が高いのは、「子育て情報アプリ えっつぶ」が４８．１％と最も高かったことから、周知と内容

の更新・充実が必要である。 

 

 

※子育て支援に関するニーズ調査結果、自由意見については、市ホームページにて全文を公

開しています。 



ニーズ調査（主な意見）就学前児童

保育園・こども園

保育園によって英語を教えていたり、差が生じるのは少し良くないと思う(保育料が同じなのに…)。他の保育園では英語、Ｅ
ＶＴの先生がいたり、動物を飼っていたりと聞いたことがあります。

保育料の無料化に伴い、保育の質が下がったり保育士さんが減らないようにして欲しい。

認定こども園を増やして欲しい。

私立の保育園は土曜日も１日保育をしている所があるが、公立はあまりやっていない。出来るだけ休むようにと言っている。
働いている側としては土曜日も預けたいし、サービス業の人もいるので日曜・祝日も月に数回は預けられたら有難い。無理な
事も分かるが、これだけ休みが増えてきているので市としても考えて欲しい。

介護では事故や苦情など一つ一つみんなに伝えていますが(利用者家族等、地区の会議等で家族参加型)、保育でもそんな場が
あったりするのか知りたいです。また園の方からもお便りなど教えて欲しいです。

現在フルタイムで就労していますが、以前は預けられた土曜保育がどんどん厳しくなり困っています。就職を決めた時は毎週
１日（通常通り朝から夕方まで）預けられるという事で土曜勤務のある会社に決めたのですが、今では会社の証明書が必要に
なり、預けられない日や半日しか見てもらえない日もあり、休みをもらう日が多くなってしまいます。仕事は続けていきたい
ので改善していただけたらと思います。

土曜の仕事があるが、保育園の一日保育の利用は難しい(なるべく祖母にみてもらってと言われる）。しかし祖母は平日の朝と
夕方以降で１日４時間は子どもを見てくれており、すでに７０歳で本当に大変である。自営の仕事もあり、祖父の面倒もみて
いるので、倒れてもらったら父母は仕事ができない。保育園の半日保育と土曜の仕事が重なる事も多い。仕事は毎日持ち帰
り。目に見えない残業ではっきり言って過労だ。保育サービスの充実も有難いが、働き方(仕事量の軽減)の方が大事であり急
務のような気がする。

育休中に上の子を保育園に入れていたのですが、育休中で仕事をしていないという理由で上の子達２人(年長と年少)の子が短
時間保育で４時にお迎えが決められていました。年長にもなると４時から自由時間でやっと園庭で遊べるといった時間を奪っ
てしまい、子ども達も遅いお迎えが良い！と言われたり…。離職中とはいえ、育休中は生まれた子どもとの大切な２人だけの
貴重な時間でもあるのにその短時間は子どもの為の制度だとは思えません。それはただの大人の都合であって、まして園を出
される子ども達には関係ないと思います。今すぐに辞めるべき制度です。何のアンケートもなしに市が決めるのも納得がいき
ません。

近くにこども園はあるけれど、越前市の子ども園(保育部、幼稚部含む）には食に関して良いと思える所があまりというか殆ど
なく、もっと食育を推進してもらいたい。

幼稚園

幼稚園の夏休み、冬休み等、長期休暇は高齢の祖父母にとっては正直負担が大きい。預り保育等の充実は必須。

国高地区では子どもの数が多く、パート等仕事をしながら近くの保育園、認定こども園を希望していましたが、特に途中転園
等はほぼ不可能といわれ、幼稚園に決めました。しかし長期休暇もあり仕事をしながら幼稚園は厳しいのが現状で、公立の幼
稚園でも認定こども園のように一時預かりをてくれると助かるなと感じています。

幼稚園に通うと平日に行事が多く、両親が働いている場合、親が仕事を休まなくてはいけなくて負担になっている。

幼稚園での特色ある教育に力を入れて欲しい。

小中学校

小学校によっては一学年一クラスしかない学校へ通うこと、またその後、少ないクラスだった小学校から中学校へ通わせるこ
とへの不安があります。

外国人の児童が増えてきて、国際色豊かになることなど良いことだと思います。しかし、学校の授業など日本人の児童と同じ
カリキュラムで進めていく事が可能であるか不安を感じています。

病児・病後児保育

制度の手続き、対象等がいまいちよく分からないので、もっと利用し易くして欲しい。

病児・病後児保育を充実して欲しい。インフルエンザの時期等、定員になってしまい預けられない。

周りに頼れる人もいないので病児保育を利用したが、越前市の病児保育は数、枠が少なく、希望している日に利用できない事
が多々ある。

一時預かり

保育園の一時預かりの利用料が高くて預けたくても預けられない。

下の子を出産後、上の子の保育園等への送迎サービスがあったら良かった(ファミリーサービスは近くに条件にあう人がいない
と行けないと言われた）。

一時預かり制度をもっと利用し易くして欲しい。一時預かりを利用する頻度が高そうな家庭(夫婦２人で近くにお互いの両親が
いない場合等)などには、母子手帳を配布する際に事前に近くの一時預かり対象の施設に登録できる様にするなどして欲しい。

仕事がサービス業なのですが、園で土曜日に預かってもらえない時間の子育て支援事業所等を利用しているが、経済的に負担
が大きい。１歳未満の時は福井市まで預けに行っていた。



健診

１歳６ヶ月健診など午前中の方が子どもも機嫌がよく、能力テストもちゃんと出来ると思う。

市の健診や歯科健診等、時間がかかり過ぎて時間帯も良くない。午後から始めて１時間ぐらいで終了するなら良いが、３時間
ぐらいかかり子どもがぐずぐずになり困った。また健診中、他の兄弟を預って欲しい。

医療機関

越前市内に土・日・祝日に受診出来る医療機関を希望します。診療時間の延長や夜間救急対応もあるとよい。入院できる小児
科をつくってほしい。

越前市内は産婦人科が少ない。もっと分娩を取り扱う病院が増えると良いと思う。

不妊専門の病院が市内にあるといいと思う。産院でもできるが、妊婦が近くにいると気持ちが不安になる。

学童保育

越前市の学童の料金が他の所と比べると少し高いように感じます。３人子どもが居るのでこれからを考えるとお金に関して少
し不安なところもあります。

小学校の夏休み、冬休み、春休みが仕事をしているので困る(子どもに合わせて休めない。休めて賃金も保証されたら一番良
い)。学童はあわないようで１日中は居たがらない。保育園やサマーキャンプ的な別の施設でワクワクドキドキする様な学校で
は出来ない体験が出来る場所を提供して欲しい。

土日も利用出来る支援センターや児童館が欲しい。

学童保育が小学校３年生までのところが多い為、４年生以降が不安です。平日は下校後数時間で親等が帰宅するが、夏休みな
どの長期休暇時にずっと自宅に一人でいることが不安です。子どもだけで遊びに行くようになるとも聞きますが、サポートで
きる体制を作って欲しいと思います。例えば①半日だけ学童等を利用する ②週何回と決めて学童を利用する ③子ども教室
等でボランティア体験等(清掃等）。費用が発生するのはやむを得ないと思いますが、地域と関われる機会を作って頂き防犯面
も含めて孤独、孤立を減らしていただけるとありがたいです。

我が家には小学校高学年の兄弟もいるのですが、夏休みなど長期休暇時だけ学童や児童館などに預けられないか申し込みに
行ったのですが、低学年も多く高学年は無理ですという理由でどこもみてもらえず１人で留守番をしていました。今年は特に
猛暑で１ヶ月以上子どもが大丈夫か心配しながら仕事をしていました。祖父母、夫、私も仕事をしていてなかなか休んで子ど
もをみることができないので、高学年でも長期時に預けられる場所を作っていただけると幸いです。

学童保育利用した場合の夏休みや土曜などの弁当持参を無くして欲しい。お金を払ってでいいので給食等出して欲しい。

子育て

昔に比べて子育て支援はよくなっていると思うが、越前市に限らず子どもを連れて遊びに行ける施設が少ないと思う。母子家
庭への支援ももっと手厚くして欲しいと自分が子の立場になってとても思った。

公園など冬になるにつれ行けなくなり、室内に限られるが走れないし運動ができない。

支援センター、児童センターが機能していてイベントも多く、他の子育ての中の方と交流も出来て有難いです。小さい子ども
のいる家庭は特に二世帯だと息抜きも出来るし、休日も市内に出掛けるだけで過ごせて助かります(特に中央公園)。

越前市は産科・小児科も少なく、救急だと福井まで行かなくてはいけないので何かあったらと不安に思う。

近くに親族がいる人にすれば良い市なのかもしれませんが、私のように主人の仕事の関係で住んでいる者には頼れる施設も
サービスも少なく、近くの親族がいることを基本に考えられているこの市は県外で住んでいた時の方がまだ住みやすかったな
と思う。

支援センターや最近できただるまちゃん広場、かみなりちゃんのおうち等、小さな子どもを連れて出かけやすい環境がより
整ってきており、子育てし易いと感じます。

今立地区なので近くに大きな公園や子どもを連れていける所があまりない。

５カ月セミナーなど、ママ友さんと関わる機会があるのはとても助かりました。

こども食堂ではないが、様々な方(保護者)が気軽に利用出来て、気持ちが楽になる場所が欲しい。

越前市は支援センターや公民館、児童センターの育児サポートが充実していると感じとても満足しています。郊外(八ツ杉、坂
口等)での親子イベントやだるまちゃん広場等の遊び場もありがたいと感じます。一方で中学生や小学校高学年以降の子どもが
楽しめる遊び場、学びの場は少なく感じています。家庭、学校、塾、習い事以外にも子ども達の居場所があると良いと思いま
す。

育てる環境については周辺他自治体と比較しても充実している様に思いますが、すみずみ子育てサービスが３５時間上限と
なっていることや育休１年を超えると退園となる事(それによって転園など親子とも負担がある事)、産褥期のサポートが手薄
な事など、まだまだ改善の余地があるように思います。行政のサポートだけを望むのではなく、民間のサポートを活用する(そ
れに対する補助は有難いです)、住民相互の助け合いを促す事、そして何より子育て世代に対する周囲の寛容な目視、雰囲気を
醸成するような働きかけを希望します。



家庭経済

先々の事ですが、大学の奨学金制度を充実させて欲しいです。大きな負担になりますので…。

未就学児以外(小１～中３）まで医療費無料にして欲しい。

経済的にも非常に苦しいため仕事は休めない。かといって病児保育は１日２，０００円と１回使用だけなら良いが、病気が長
引いて数日となると割高。１日目だけ２，０００円、２日目以降は１，０００円とかだと利用し易い。

２人目、３人目と産んでもお金の面での支援が少ないです。学校の無償化といっても教材、給食費はかかっているのでそれも
無償にして欲しいです。

第二子は保育料半額、第三子以降は保育料無料、病児病後児保育無料、子ども手当、医療費の助成など中学生までは金銭的な
補償が充実していると思う。しかし高校、大学進学に伴い更にお金がかかってくると思うので不安も大きく、それ以降の補償
も充実させて欲しい。

仕事と育児

やはり仕事でフルタイムの求人を探すと子どもが小さいと不利だし、休まざるを得ない時も休みにくいし申し訳ない。育児短
時間がもっと取り易いと良い。越前市は小児科も少なく、救急だと福井まで行かなくてはいけないので何かあったらと不安に
思う。

母親の社会生活の維持が困難。両立と言いつつ、かなり無理を感じる。でも収入は必要。働く必要ある。頼る人がいない→自
分でしなければならない→正社員の条件をクリアできない→パートになるしかない。

職場がもっと休みやすい環境になって欲しい。｢子どもを産め」と国はいうのに、職場はそんな感じではなくすごく休みにく
い。｢小さい子どもがいるから」と再就職が決まらない。会社側がすぐ休むから嫌がる。越前市は小児科が少なく、土日、夜間
の緊急時には福井まで行かなければならない。越前市にも子ども急患センターが欲しい。

会社が子ども受け入れている所になっていても現地はいろいろ言われます。上手く休みをとってるだとか、育児休業給付金も
はじめはパートだからともらえない感じでした。雇用保険払っているのに…と思ったし、その手続きも大変だからか産休とる
時に辞めないのかと言った話しぶりでした。自分達の時代では無かったとずっと言われます。子どもの病気で休む時もやはり
色々あります。子どもが大切と言うわりに歓迎されていない感じを受けます。寂しいです。

女性の話でやっぱり家庭と仕事の両立は厳しいと思う。女性活躍で会社は動いているけど、やっぱり家庭と仕事となると壁が
あるから自由に動けず、仕事も家庭も中途半端になってしまう。だから男性の意識も変えて欲しい。ただ子どもを犠牲にして
まで仕事？と言われると複雑なとこ。これを考慮した仕組みが出来れば共働きナンバー１福井県で、育てやすく働きやすい地
域が出来るのではないでしょうか。

フルタイムで働きたいと思っているが、職場がフルタイムになると終わる時間が遅く、土曜日や２カ月に１度は日曜出勤があ
る。小１までは時短ができるが、児童館は１８時まで、小学校から家まで４０分以上はあるので歩いて帰らせるのも心配。土
曜日に子どもをみてもらえる施設があっても、子どもの人数が少ないのでかわいそうだな～とも思い、まだまだフルタイムに
なるのは難しいなぁと考えたりしています。

相談・支援

越前市に知人がいないため子育ての悩みを共有出来なく、同じ月齢の子を持つ親も知人も居ない為、専門の人にしか相談して
いないのでちょっとした相談は市の機関にするのは敷居が高く感じる。

健診で指摘して下さり「なないろ」に通うきっかけを作って下さいました。ショックでしたが、一歩踏み込んだご意見を下
さった事を感謝しています。このご指摘が無かったら今頃幼稚園等にも入れず、親子二人きりで過ごしていたと思います。｢発
達障害」の子どもがこの先どの様に成長するのか不安はありますが、なないろの先生方、同じく通われている方々、幼稚園の
先生方のおかげで以前の様な大きな不安は無くなりました。幼稚園の隣に小学校があり、｢子どもの事をしっかりと申し伝えを
します」と言われているのでその点についての安心しております。越前市の数々の連携の強さには驚かされています。感謝し
ております。

子どもに障害がありますが、障害児の対応をもっと充実させて欲しいと思います。

食事を作るのに負担を感じる。栄養全てが自分にかかっている事、好き嫌い食べムラがあるためメニューに困る。たまに誰か
に作って欲しいと思ってしまう。支援センターでお試しランチがあり利用するが、新しいメニューの参考にもなるし、他の子
どもの食事の様子も見れて良いと思う。



情報

市内で行っている子ども向けのイベントの情報がより入り易くなると良い（ＨＰ、アプリ、チラシなどで）。

産婦人科、小児科が少ない。県外から来たのでどこにあるか、何処が良いか分からなかった。支援センターでどんな事が出来
るか等、子育て施設の様なものを知りたかった。

越前市には屋内で子どもが遊べる施設が少ないと思います。今後屋内で遊べる施設を増やして欲しい。また子どもの遊べる施
設やイベント等がわかる情報サイトなどあった方がいいと思います。

支援センターや子育ての支援についての情報を広く知らせて欲しい。実際にどんな感じなのかと言った事がよく分からない。
市役所の情報はインターネットでもう少し分かり易く記載して欲しい。初めての子育てで良く分からない事も多いのでモデル
ケースといったわけではないが、一般的な事を広く教えてもらえるような場があると良いと思います。

子どもを産み育てていく環境として、他市町と比べたことがあるわけではないのではっきりと分かりませんが、越前市は相談
窓口や病児保育施設など整っているほうなのではないかと思います。ただネット社会が進む時代、子育てに関して困る事が
あったら、今の親たちはまずネットで検索をします。市のＨＰやアプリなど今後ますます活用されていくと思いますし、私自
身も分からない事があったらまずＨＰやアプリで見てみたりすると思うのでより一層充実した内容が閲覧出来ると嬉しいで
す。

遊び場

小さい子（０～２歳）が遊べる施設が少ない。

要らなくなった服などを自由に交換したりできる場所があると良いと思います。例えば大野の支援センターでは洋服等を持っ
てきたり、あげたりすることができ、遊び場で汚れた時にもすぐに着替えさせることもできます。

支援センター、図書館、中央公園など子どもが遊べる(学べる)施設が充実していて、とてもありがたいです。

雨の日など天気の悪い時に利用出来る施設を充実させて欲しい。

だるまちゃん広場のおかげで外で遊ぶ機会が増えたと思います。屋内で遊べる場所や入院できる医療機関が出来るとさらに住
みやすさを感じると思います。

中央公園も綺麗になり遊ぶ場所が増えましたが、まだまだ子ども達が休む日蔭の様な場所が足りないと思います。

歩いて行けるところに公園が欲しい。

支援センター等を利用したのは育休中の０歳の時だけだったので、０歳が利用するイベント等をもっと増やして欲しい。

離乳食を母のかわりに手作りで作ってくれているサービスや、子連れでもランチ、食事し易いサービスのある店があると嬉し
い。

今立地区の子ども向け施設をもっと充実させて欲しい。

自然(野外)の中で遊べるイベントはとても良いと思う(「村国山へ行こう」は毎年参加したいと思っています。）。

越前市は支援センターや公民館、児童センターの育児サポートが充実していると感じとても満足しています。一方で中学生や
小学校高学年以降の子どもが楽しめる遊び場、学びの場は少なく感じています。家庭、学校、塾、習い事以外にも子ども達の
居場所があると良いと思います。

ハード整備

オムツ替えのスペースを増やして欲しい。特に男性の方にあると便利です。

通園、通学の際の歩道がその地域によりますが、狭かったりガタガタで、車道すれすれのところがあり危ないです。冬も積雪
の際、ほとんど除雪がされておらず、車道を歩かなければならない。

武生中央公園はとても良いが、スタバも増え駐車場が足りていないので立体駐車場を造るべき。

公園のトイレを使いたくても汚い時がある。子ども達が使用する時汚い所では使わせたくない事もある。

子どもを散歩していると市内は歩道が無い道、整備が出来ていない箇所が多く感じます。

交通の便を良くして欲しい。健診の為に福祉健康センターに行かなければならないが、バスの利用がしにくい。タクシーを
使ってまで行こうとは思わない。

小学校の下校が殆どの時間一人になるので不安。多少の負担があっても良いのでスクールバスがあればと思う。

小さな子どもでも事故、事件や犯罪に巻き込まれたりしない様、危険な時の対応、対処を強化していって欲しい。



行政

越前市は他の市町村と比べると子どもを産んでも育てやすいと感じたことがない。他市町などのような第３子以降は１００万
円祝金が出るとか金銭的な支援もない。働く母の為の環境作りというより子ども中心に子どもがどうしたら幸せや喜びを感じ
ながら育っていけるかを考える環境作り、政策をして欲しいと思う。

越前市は色々なサポートがあり子育てはし易いと感じます。中央公園の整備もされ、環境も良いと思います。

夜間の際、他市の病院に行かなくてはいけない時があり、子育てがしにくいと感じた。保育所も他市などにある特色ある所が
なく、ただ預けるだけの所のような感じがする。

その他

すまいるＦカードを第２子世帯にも対応するようにしてほしい。また、使える所が少ないので、代わりに年に１回でも「５，
０００円の子育てカードで使える券」とかがあると嬉しい。お金ではなくオムツだけでも助かると思います。

医療費を１８歳まで無料化して欲しい。

インフルエンザ等の予防接種を保育園で集団接種できるといいなと思う。

市の１歳半健診や２歳半健診など毎回午後からですが、お昼寝の時間で一番眠い時間でぐずるので午前中にして欲しかった。

保育料無料の前に保育士の給料や待遇をあげる必要があるのではないかと思う(このままでは保育士は居なくなると思う) →
保育料無料で｢入らなくてはならない人」が｢入られなくなる｣事になると思う→保育士不足の進行になる。

地区の同世代の人との交流をもっと増やして欲しい。

インフルエンザの無償化(小学校での接種)。

もっと子どもと一緒にいる時間を増やしたい。土・日はできれば家族全員で過ごしたい。

仕事をしているため、長期休暇のみ子どもを預ってくれる場所が欲しいです。

外国人からの意見

【サポート】

ブラジルから転入してきた７歳以上の子ども向けににポルトガル語と日本語講座があるといいです。

子どものことを考えて病院、クリニック等（歯科を含む）での通訳サービスがあったらいいですね。日本語をまだ理解できて
いない私たち外国人には一番難しいところです。

季節によって不安定な天気があり、交通に影響を及ぼすことがあるので、通学時の事故の恐れがあるため、通学バスがあると
いいです。※有料でもいい。

２４時間制の病院（小児科）。

交代制のため夜勤の時に子どもを見てくれる保育園。

毎日、通訳者２人がいる公立保育園があるのに対して、私立保育園では通訳者が週１回しかいないです。私立の方にも毎日通
訳者いて欲しいです。

【子育てに関して】

子どもは２歳のクラスで、保育園の先生たちは素晴らしい人ばかりです。越前市大好きです！子育てするには素敵なまちで
す。

最近、教育振興課にて校区外２回も申請をしたのですが、理由（距離、時間、安全に対してへの心配など）を説明したのに関
わらず断られました。昔の決め事で強制的に通学１.５キロ離れた学校まで歩かすことは子どものことを考えていないと思いま
す。子どもに適することを選ぶのは親の自由だと思います。

県外で住んだことがありますが、越前市では殆どの施設（病院以外）に通訳者がいてとってもいいです！

幼稚園で出る給食になかなか慣れない。

育児がただでさえ大変なのに、日本語の理解ができなかったらなおのことです。私も日本語の勉強したいです。市が提供する
窓口等の通訳サービスはとってもいいですが、その分ブラジル人市民が日本人職員と接することなく日本語を喋る“必要性”
を感じなくなるのが残念に思います。

越前市大好きです！学校もすごく良くて、子どもに勉強のやる気を引き出す環境だと思います。

越前市の子育て支援事業について、ほとんど知ってますし、今後利用したいと思っています。

ブラジル国籍の方に対しての差別を未だに大きく感じる。

私は２児の母です。家での会話は基本的にはポルトガル語で、学校では日本語しか話さないから子どもがどこかで困らないよ
うに私も自分自身で日本語の勉強をしています。子どもに辛い思いさせたくない、いじめに遭ってほしくないです。

子どもはおそらく日本語を学校で習うけれど、私には日本語が難しすぎて子どもの学校生活、宿題等のお手伝いもきっとでき
ないかもしれないです。



ニーズ調査（主な意見）就学児童

保育園・こども園

下の子の出産で６ヶ月をすぎると上の子も保育園を辞めなくてはいけないようだが、下の子に手がかかるようになって大変に
なる。上の子も一緒にみるべきだろうが、やっと慣れた保育園だから半日だけでもみてほしい(どこの保育園に入っても)。親
の心のゆとりが良い保育(子育て)環境につながるのでは？保育士不足もあり大変だが…。

以前通っていた保育園でお若い保育士の先生が毎年のようにご退職されていました。どのような理由でご退職する決断に至っ
たかは分かりませんが、ベテランが育ちにくい環境で保育園が今後うまく運営されていくのかとても心配です。

保育環境の充実を…と言われるが、働く側は？就労時間、給料の低さなどの環境で、自分自身も子育てをしている保育士さん
が余裕のある生活をさせてあげられているか不安です。

もう少し保育園の先生を増やして欲しい。幼稚園(市立)が２歳から受け入れてくれると助かる。途中入園を可能にして欲し
い。

フルタイムに就労してやっと３番目が保育園に入れたが、パートタイムで家事に負担がな状態でも保育園や学童に入れると助
かる。国高地区の保育の受入環境をもう少し真剣に考えて欲しい。

幼稚園

幼稚園に入園する子ども達が減って来ているので、保育園迄の時間の延長はなくてもよいと思いますが、現在の若い方が利
用、入園したくなるような時間に変更すると良いのではないかと思います。

学校

最近、クラスの中でも発達障害を抱えている児童が多くなってきています。そういった児童は学校で、様々なサポートをして
いただいていると思います。しかし、ごく一部の先生しか理解してただいてなく、児童達と長く過ごす学校生活の中で、様々
なサポートを含め、もっと目を配っていただきたいと思います。

早くエアコンの設置を全学校、全幼稚園にお願いしたいです。

病児・病後児保育

子どもが急病で仕事を休めない時に預けられる所が野尻医院の「ままのて」ぐらいしか分からないが、定員もあるのでそうい
う場所が他にも出来ると有難い。預けられる時間も１９時ぐらいまでだと有難い。

一時預かり

子どもの年齢に関係なく、用事の内容に関係なく一時的に子どもを預ってくれる場所が欲しいです。他の子のスポ少の大会等
に一日家を空けるのでその時に預ってもらえると助かります。

日曜日、祝日、ＧＷ、盆、年末年始に子どもの預り出来る場所があると有難いです。

医療機関

病院の診療時間が労働時間に合ってなく不便。休日や夜間に小児救急を診療できる機関が越前市内にあると便利である。

健診

午後からということもあり眠い時間で待ち時間も長く、子どもが飽きて泣いてしまう事が多い。月齢は違っても地区毎にまと
めたり、内科診断だけ個人で行かせたり…、３人目、４人目となると「またあれに行かなきゃいけないのか…」と面倒にな
る。近場でやってもらえると地区の人との交流にもなって良いのでは。



放課後児童クラブ（学童保育・放課後子ども教室）

弟が通っている保育園の学童に兄が入れず、２ヶ所にお迎えに行っています。弟や妹がいる場合は優先して入れていただける
と助かります。

６年生まで学童保育を利用出来る様なのですが、実際には定員が少なく３年生又は４年生には利用できなくなってしまう。定
員をもっと多くして欲しいです(夏・冬休みなどだけでも）。

母子家庭でありフルタイムで仕事をしているので放課後児童クラブに毎日お世話になっています。土曜日や夏休みも早朝から
利用させてもらいありがたいです。児童センターがなかったらフルタイムでは仕事はできていません。児童センターでも色々
なイベントがあり、子どもも楽しいと喜んでいます。これからもお世話になります。

放課後子ども教室のお迎え時間が１８時頃まで可能になると利用しやすい。１７時までだとフルタイムで仕事をしていると迎
えに行けなくて利用できない。

国高地区は子どもの数が他地区より多い為制限が色々と厳しいと感じています（保育所入園、学童利用、児童館等）。他の地
区との環境差をもう少しなくして頂きたいと思います（規約上と実情が違いすぎます）。放課後の児童教室がもっと充実して
頂けると良いなぁと思います。

越前市の学童の料金が他の市町に比べて高いと思います。また年間契約で月謝の為、体調不良等で利用できなくても満額支払
わないといけないため辛いです。

今立地区は児童館の学童保育が小学６年生まで大丈夫と聞いたのですが、国高地区は３年生までのようなので小６ぐらいまで
あると嬉しいなと思います。

障害を持っている子の安全確保ができるだけの保育士の数が揃っていないですね。結果、子どもさん本人が辛い思いをしてい
ます。一番大切な時期を力でつぶされて可哀そうです。保育士の数を増やしてあげて下さい。（学童保育について）

母子家庭でありフルタイムで仕事をしているので放課後児童クラブに毎日お世話になっています。土曜日や夏休みも早朝から
利用させてもらいありがたいです。児童センターがなかったらフルタイムでは仕事はできていません。

子育て

教育、保育環境などにおいては規則等でいろいろと制限される事もあるので、本当に困った時に力になってもらえるような環
境を作って頂けるとありがたいと思います。

子育て支援施設が少ない。気軽に行きやすい場所にあると相談等もし易い。

子育て支援センターの閉所時間がもう少し遅いともっと利用しやすくなると思う(１７時くらいまで開いていると良い)。下の
子と上の子を連れていけない。

子どもをみてくれる施設ができて仕事がしやすい環境が整ったとしても、それが子どもと親にとって良いのかがわからない。
できれば親と子が一緒に過ごせる時間が増える方が良いと思うので。

幼保一体化が進み３歳未満児のサークルが消えていき、地域内の交流が希薄になった。子育て世代が仕事復帰しやすくはなっ
たが、子育て期に地域と関わる事が少なくなり、孤立化が進む気がする。年配者も若者も。

支援センター、児童センターが機能していてイベントも多く、他の子育ての中の方と交流も出来て有難いです。小さい子ども
のいる家庭は特に二世帯だと息抜きも出来るし、休日も市内に出掛けるだけで過ごせて助かります(特に中央公園)。

家庭経済

大学の無償奨学金や補助金、無償化など高等教育の金融サポートを強く必要と感じる。

子どもが３人以上の保育料免除等の支援があるが、小学生になると何もなくなる。中学、高校になるにつれてだんだん学校費
用が高くなっていく事に不安を感じます。一人親の人への負担軽減はされていってるようですが、子ども数が多い家庭には子
どもが小さい時だけの支援なのは充実した教育環境だとは思えないです。

仕事と育児

正社員で働くと短時間の勤務を取得できるのは３歳まで。短時間からフルタイムになると帰宅時間は早くて１８時３０分以
降。残業になると１９時を過ぎます。現在祖父母にみて頂いて働いていますが、祖父母が居なければ正社員で働くのは困難だ
と思います。小学校(特に低学年)の育児が難しくなります。

昔と違い今は共働きが普通になっているので、人手不足で子どもの風邪等で急に休まれる事が難しいのなら子どもを連れて働
ける環境を作っていただきたいです(子どもを少し寝かせておけるスペースを作る等…）。

母親がフルタイムで働く事へのリスクがある中で、子どもを自宅以外でみてもらう事もまたリスクと子どものストレスがあ
り、どちらを優先するかは家族で違ってくると思いますが、私は家で子どもをみる事を選んでいますが、その分収入も減り将
来への不安の中、子育てをしています。働く環境がもっと子育てしている方への対応（子どもの行事の参加、病気時の休み等
がしやすい所）ができていたらいいと思っています。子育てに対応している企業の紹介等あると良いと思います。３人の子の
行事をこなすのは大変です。



相談・支援

教育や子育て支援の取り組みはあるのは分かっていますが、相談してみると結局、その時に関わった人、担当した人の熱量と
か知識とか、親身になってくれるか等の差がある。仕方がない事だとは思うが、一度ハズレを引いてしまうと不信感で、相談
したくても相談する気を失ってしまう。

保健師さん等、異動があると担当の人が変わり、また一から悩み、家庭環境を説明しないといけない事が面倒で、悩んだり辛
くてもなかなか相談へ行きづらい。ので、一人の人が子どもが小６になるまでずっと相談に乗ってくれる様な体制があると良
いと思う。

遊び場

スポーツが出来る環境、広場がもう少し増えると放課後利用する事ができ助かります。

児童館も気軽に利用出来てお友達とも会える環境ではあるが、図書館のような施設が増えてくれれば子どもの放課後の利用の
場所として考えたいと常に思います。

天候の悪い時にも遊べる屋内施設がもっと充実してくれると嬉しい。

未就学児だけでなく、小学校高学年も楽しめるような科学館などの施設の充実を求めます。

だるまちゃん広場ができて小さい子の遊び場があり便利になったと思う。小学生にはあまり場所がないので、エンゼルランド
のような学習面も兼ねた場所があると良い。又、室内で遊べる施設がないのであると良い。武生なのにフェンシングにふれる
機会が少なかったり、武生で経験できるスポーツ、武術など経験できると市としてのスポーツの活性があるのでは？アスリー
トが居てもつながらないように思う。

スポ少に入っていない子どもでも土日、スポーツを楽しめるイベントが広がるといいです。

ハード整備

学校の振替休日が月曜日だが、施設は月曜日は休館日なので全く利用できない。ＨＰが学校毎に違いすぎる ◎道路の歩道が
歩きにくくベビーカーで散歩出来ない。自転車も走り難くて危険です。街頭に灯りが全くない所が通学路になっている。

外灯や防犯カメラ等を増やして欲しい。

友達と沢山外で遊ばせてあげたいが、子どもだけで外にいるのはとても不安。夜になると外灯も無い所もあり怖い。安全が確
保できない世の中になってしまったのがとても残念。

登下校の見守りをもっと強化して欲しいです。

同じ方向に帰る子どもがいなくて毎日車でお迎えしています。人通りもほとんどない道で一人で帰らせるには危険です。通学
バスの通り道なのに距離が足りずバスの許可もでません。帰り道が一人になる子にバスの許可を頂けると有難いです。

行政

うちの子が小さい時に比べ保育料、医療費、遊び場所が充実しているのでこれからも子どもを産む世代にもっと自信を持って
越前市をＰＲしていけば良いのではないでしょうか。

保育士、教師など子どもの教育に関わる職業の方の勤務状況・形態があまりに過酷だと思います。もう少し行政の方で対応し
て頂けたら嬉しく思います。

保育園、学童保育とも認定は頂いていますが、身体の不自由な高齢の祖父母でも同居していると「なるべく家で…」と言われ
てしまい、仕事を休んだり早く帰る段取りをしなくてはならなかったりと満足と言える充実度はないと感じています。土曜日
や時間外は人手が不足している事も理解はしていますが、これからますますニーズが増えてくると思いますので、行政として
ご検討くださる事を望みます。

外国籍

西小学校はブラジル人が多く教育が個別対応にともない人で不足だそうだが、日本人生徒の教育がおろそかにならないか心配
です。

保育、教育機関のサービスに関し、多言語化を更に進めて欲しい。特に最低限英文対応のサービスをお願いしたい。

障害

自分の子どもではなく、知人の子どもさんが身体障害のため電動車椅子を使っています。知的には同じ歳の子と全く変わらな
いけれど、エレベーターなどの施設が校区に無いため支援学校に通っています。その子は他の同じ歳の子と勉強したいと願っ
ています。このような子ども達は少数かもしれませんが、いる事を考えて小学校や中学校の設備を整えていただきたいです。
子ども達が等しく、平等に学べるようお願いします。小中学校のバリアフリー化を望みます。

支援級から普通級への希望をもち、できるだけ普通級の授業を受けさせたい時、先生が必要であればついていってくれる支援
が手厚く受けられると良い。そこでどういう支援があれば普通級で学ぶ事ができるか、手立てを探って欲しい。発達障害のあ
る子どもも普通級でも学べる環境を整えて欲しい。通常児にも学びとなるはず。



外国人からの意見

【サポート】

宿題のサポートがあって遊びながら楽しく会話もできるグループがあれば、学校生活と違って言葉の壁と文化の違いで友達と
コミュニケーション不足のせいで孤独感を感じられなくなるかもしれないです。

図書館で会話しながら勉強できるスペースが欲しいです（宿題、調べものをする時など）。

多くの外国人が働いてる派遣会社からの理解があってほしい、特に子どもがいる世帯。

ブラジル国籍の教授がいたらいい。

【子育てに関して】

初めて来日した家族向けの日本文化がテーマの講習会があったらいい。

学校１年目については、とても順調に進んでいます。娘は勉強よくできて、いつも先生の事を褒めます。

ブラジルと日本の学習が大きく異なるため、習慣・勉強の面で教えることができない。

越前市は子育てをするにはいい場所だと思います。学校はいろいろ詳しく報告してくれるから安心できます。

仕事をしていて、夏休みに子ども（当時４年生）を留守にすることが心配でした。放課後児童クラブで土日も８時～１７時に
利用できるといいと思います。

学校の先生がいつも一生懸命で子どものことを心配をしてくれて、勉強や成長のこともみてくれている。それも含めて、親の
中でも難しい人もいるので、先生達へのサポートもいると思います。

下校時は安全ではないと感じます、不安です。








